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第
三
章

現
代
的
国
政
調
査
の
形
成
・
発
展

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
政
治
調
査
、
及
び
、
法
案
起
草
段
階
に
お
け

る
立
法
調
査
に
つ
い
て
は
、
庶
民
院
の
特
別
委
員
会
に
代
わ
っ
て
、
調
査

審
問
所
や
王
立
委
員
会
と
い
っ
た
議
会
外
の
機
関
が
そ
の
任
に
あ
た
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
構
造
的
原
因
は
政
党
国
家
と
行
政
国
家
の
発
展
で
あ

る
。
一
方
、
同
じ
状
況
の
下
、
庶
民
院
は
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す

る
特
別
委
員
会
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

第
一
節

現
代
的
国
政
調
査
の
形
成

第
一
款

内
閣
統
治
制
の
出
現

現
代
的
国
政
調
査
の
形
成
と
発
展
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、

紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
憲
法
構
造
を

概
観
し
て
お
く
。

一
九
世

リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
の
定
着

こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
を
め
ぐ
る
最
大
の
変
化
は
、
選
挙
法
改
革

(
1
)
 

の
指
導
理
念
で
あ
っ
た
り
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
が
二
八
八

0
年
代
ま
で
に
、

イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
お
け
る
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

(
2
)
 

た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
議
会
主
権
、
議
会
内
に
お
け
る
庶
民
院
の
優

位
、
議
会
に
対
す
る
政
府
の
責
任
と
い
っ
た
原
則
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
お

け
る
中
心
的
特
徴
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
制
度
変
遷
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、

一
八
八
四
年
国
民
代
表
法
(
河
内
匂

Z
M
E
Z
C
2
0同
門

Z
F
C三
巾
〉

2

5
∞
品
)
、
一
九
一
八
年
国
民
代
表
法
(
河
岳
『
巾
∞

S
Z
2
2
0
ご
Z
3
0
u
z

〉
2
5
E
)
、
一
九
二
八
年
国
民
代
表
法
(
問
岳

2
2
E
5
8
0ご宮市

3
0・

℃

-m
〉
2
5
N∞
)
、
一
九
四
八
年
国
民
代
表
法
(
河
岳

2
2
E
E
C口
三
岳
町

(
3
)
 

3
0
1巾
〉

2
5
S
)
等
を
通
じ
て
、
一
連
の
選
挙
法
改
革
が
完
成
し
た
。

(

4

)

(

5

)

 

こ
の
結
果
、
二
一
歳
以
上
の
男
女
は
、
原
則
と
し
て
一
人
一
票
の
選
挙
権

を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
完
全
な
普
通
選
挙
制
が
導
入
さ
れ
た
。
第
二
に
、

一
九
一
一
年
議
会
法
古
賀

E
S巾
え
〉

2
3
H
H
)
に
よ
っ
て
、
貴
族
院
に

(
6
)
 

対
す
る
庶
民
院
の
優
位
が
確
立
し
た
。
同
法
に
よ
る
と
、
貴
族
院
に
は
庶

民
院
の
可
決
し
た
財
政
法
案

(
g
g
a
E
5
に
対
す
る
拒
否
権
が
な
く

(
第
一
条
)
、
財
政
法
案
以
外
の
一
般
法
律
案

(EZKE-)
に
つ
い
て
も
、

庶
民
院
が
三
会
期
連
続
し
て
可
決
し
、
か
っ
、
第
一
会
期
に
お
け
る
庶
民

院
の
第
二
読
会
の
日
か
ら
第
三
会
期
に
お
け
る
庶
民
院
の
法
案
可
決
ま
で

北法44(6・369)1781
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(7) 

に
二
年
以
上
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
、
当
該
一
般
法
律
案
は
、
貴

族
院
の
可
決
が
な
く
と
も
法
律
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
(
第
二

条
)
。
第
三
に
、
行
政
組
織
が
、
行
政
委
員
会

(
g
R己
)
を
中
心
と
し
た

構
成
か
ら
、
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
大
臣
を
長
と
す
る
省
庁

(自

5
5『
之
を
中
心
と
し
た
構
成
に
変
化
し
た
。
省
庁
が
公
権
力
行
使
の

主
体
に
な
る
こ
と
は
、
大
臣
責
任
制
を
通
じ
た
議
会
の
政
治
的
統
制
の
確

(8) 

保
に
と
っ
て
大
き
な
利
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八

0
年
代
以
降
、
憲
法
規
範
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
を
承

(
9
)
 

認
す
る
政
治
指
導
者
の
発
言
が
相
次
ぐ
一
方
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
は
学

(
日
)

間
的
見
地
か
ら
も
支
持
さ
れ
た
。
代
表
的
論
者
が
ダ
イ
シ

1
2・〈

(
日
)

宮
門
ミ
)
で
あ
る
。
グ
イ
シ

l
の
憲
法
理
論
は
、
①
無
制
約
な
立
法
権
を
意

味
す
る
法
的
主
権
が
議
会
に
属
し
、
政
治
的
主
権
は
国
民
に
存
す
る
と
す

る
「
議
会
主
権

(EユZ
B
S
Zミ

ω
0
2
5間
口
々
)
」
論
、
②
川
円
恋
意
的
権

力
の
影
響
と
対
比
さ
れ
る
正
式
の
法
の
絶
対
的
優
越
、
川
通
常
の
司
法
裁

判
所
の
運
用
す
る
通
常
法
に
一
切
の
身
分
階
層
が
等
し
く
服
す
る
こ
と

(
法
の
前
の
平
等
)
、
例
憲
法
は
通
常
法
の
結
果
で
あ
る
こ
と
、
を
意
味
す

る
「
法
の
支
配

(
E
Z
C
同
戸
恒
三
」
論
、
③
執
行
権
行
使
の
規
律
を
主
要

な
目
的
と
す
る
「
憲
法
的
道
徳

t
yる
「
憲
法
習
律
令

2
5円

ZEE-

ncロ〈
2
2
0
ロ
)
」
論
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
の
前
提
と
し
て
、

(
日
)

リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
が
措
{
疋
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

(

は

)

(

日

)

う
な
ダ
イ
シ

l
の
憲
法
理
論
は
、
ア
ン
ソ
ン
、
リ
ッ
ジ
ス
等
に
継
承
さ
れ
、

(

村

山

)

イ
ギ
リ
ス
憲
法
学
説
に
お
い
て
通
説
的
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

北法44(6・370)1782

註(
1
)
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
に
関
す
る
説
明
に
つ
き
、
第
二
章
第
一
節

第
二
款
一
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一
一
一

六
二
頁
以
下
)
参
照
。

(2)
め
ミ
〉
巴
・
∞
罰

(Uz--UE何
回
開

2
2
-白
星
ロ
河

E
Z
Z回
目

回

目

。

21

E
N
Z
Z
E
=
斗

N

吋
品
(
]
{
句
。
品
)
・

(
3
)

一
九
一
八
年
国
民
代
表
法
に
よ
っ
て
、
二
一
歳
以
上
の
男
子
の

普
通
選
挙
制
が
確
立
し
、
一
九
二
八
年
国
民
代
表
法
に
よ
っ
て
、

男
子
と
同
等
の
婦
人
参
政
権
が
付
与
さ
れ
た
。
各
選
挙
法
改
革
に

関
す
る
簡
潔
な
説
明
と
し
て
、
田
中
英
夫
・
英
米
法
総
論
上
(
東

京
大
学
出
版
会
・
一
九
八

O
年
)
一
五
四
一
五
六
、
一
七
六
1

一
七
七
頁
、
樋
口
陽
一
・
比
較
憲
法
(
全
訂
第
三
版
)
(
青
林
書
院
・

一
九
九
二
年
)
一
二
三
i
一
二
七
頁
等
参
照
。

(
4
)

一
九
六
九
年
国
民
代
表
法
(
牢
℃
『
巾
印

EE--ロ
C

ご
Z

F喜一司

〉
2
5
3
)
に
よ
っ
て
、
選
挙
権
者
の
年
齢
制
限
は
一
二
歳
か
ら

一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
現
行
法
は
一
九
八
三
年
国
民
代
表

法

o
e同
月
岳
『

2
2
E
5ロ
o
ご
Z

F喜
一
冊
〉

2

5
∞ω・
ω
2・同

(

H

)

(
円
)
・

(
5
)

一
九
四
八
年
国
民
代
表
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
は
、
事
業
所



イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

投
票
権
(
居
住
選
挙
区
外
に
事
業
用
の
土
地
家
屋
を
占
有
し
て
い

る
者
に
対
し
て
、
居
住
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
と
は
別
個
に
、

占
有
家
屋
が
存
す
る
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
付
与
す
る
制
度
)

や
大
学
選
挙
区
(
特
定
の
大
学
の
学
位
取
得
者
を
選
挙
人
と
す
る

選
挙
区
。
こ
の
結
果
、
大
学
選
挙
区
に
お
け
る
有
権
者
は
、
居
住

選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
の
他
に
、
も
う
一
票
の
選
挙
権
の
行
使

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
)
と
い
っ
た
、
一
人
が
二
票
を
持
ち

得
る
制
度
が
存
在
し
た
。

(
6
)
M
E
一何

c
m
-
g〉
口
開
除
〉
-
三
回
目
E
F
2
・
n
o
Z
2
弓
2
3
2
〉「〉
Z
ロ

〉
口
言
呂
田
4
E
d
〈
開
「
〉
唱

E
C
l
S
A
(
H
C
S
E
'
E
∞
印
)
な
お
、
前

田
英
昭
・
イ
ギ
リ
ス
の
上
院
改
革
(
木
鐸
社
・
一
九
七
六
年
)
八

九
一
一
一
頁
、
藤
田
晴
子
「
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
け
る
両
院
の

権
限
の
差
異
」
議
会
制
度
の
諸
問
題
(
立
花
書
房
・
一
九
八
五
年
)

一
三
九
頁
以
下
所
収
等
参
照
。

(
7
)

一
九
四
九
年
議
会
法
古
田
ユ
g
g
g円〉
2
5
S
)
に
よ
っ
て
、
こ

の
要
件
は
二
会
期
・
一
年
に
短
縮
さ
れ
た
。

(
8
)
者
〉
巴
阿
保
切
言
ロ
F
E
-
留
守
白
口
O
丹
市

my
白押

NMW
叶一】
ua
同

y
n
z
と口胡】
U
C
国

円
一
門
戸
〉
宅
〉
Z
巴
U
g
h
c
n
同〉
nJへ同
Z
4
Z
開
C
Z
弓
開
口
同
-z
口
白
。
冨
〉
Z
ロ
↓
Z
開

C
Z
目↓開口

ω
F
P
叶問団
C

『〉豆何回目白〉

ω]戸

l
ω
ω
(
]戸

市

W

句。)・

(
9
)
例
と
し
て
、
パ

l
チ
は
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
(
ぎ
E
E
g

何
者
白
『
件
。
-
邑
位
。
ロ
巾
)
、
モ

l
レ
イ
Q
O
F
ロ
玄
白
ユ
ミ
)
、
ハ

1
テ
ィ
ン

ト
ン
卿
下
旬
且
国
民
片
岡
口
問
g
ロ
)
を
挙
げ
て
い
る
宙
局

2
・的芯』
v
S
ロ
O
R

N
・mw-u

叶

N
l
斗

ω)
。

(叩)~町内、
-
n
h・・円、
.
n
c
c
国叶
Z
2
・叶
Z阿
君
2
5
2
n
o
Z
M
見
当
己
主
宅

↓Z
開
C
z
-↓開巴}ハ
-Z
口口
O
Z
⑦

(
]
F
山

WCH)'

(
日
)
〉
・
〈
ロ
再
開
JJ
〉
Z
H
Z叶問。巴口口叶目。
Z
4
0
↓Z
開
ω↓巴ロ
4
0
司
↓
冨
山
戸
〉
垣

。司吋
Z
開
わ
0
2
印叶弓巴
d
o
Z
(
]戸

O
門
町
内
己
者
芹
F
m
E
F
口門「
C
己ロ円三
C

ロ
t
u
、何・

(
U

・
ω・
者
包

P
5
3
)
A
・
V
-
ダ
イ
シ
|
(
伊
藤
正
己
・
田
島
裕

訳
)
・
憲
法
序
説
(
学
陽
書
房
・
一
九
八
三
年
)
〔
生
前
最
後
の
第

八
版
の
翻
訳
〕
。

(
ロ
)
ダ
イ
シ

l
の
憲
法
理
論
に
関
す
る
簡
明
な
説
明
に
つ
き
、
伊
藤

正
己
「
ダ
イ
シ

l
」
木
村
亀
二
(
編
著
)
・
近
代
法
思
想
史
の
人
々

(
日
本
評
論
社
・
一
九
六
八
年
)
一
三
人
頁
以
下
所
収
参
照
。
ダ
イ

シ
l
の
憲
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
で
も
研
究
が
進
ん
で
い

る
。
と
り
わ
け
、
伊
藤
正
己
博
士
に
よ
る
一
連
の
業
績
が
参
照
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
伊
藤
正
己
・
法
の
支
配
(
有
斐
閣
・
一
九
五

四
年
)
、
同
・
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
原
理
(
弘
文
堂
・
一
九
五
四
年
)
、

同
・
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
八
年
)
、

「
訳
者
解
題
」
前
掲
(
註
(
日
)
)
・
憲
法
序
説
四
四
五
頁
以
下
所

収
参
照
。
そ
の
他
、
田
島
裕
・
議
会
主
権
と
法
の
支
配
(
有
斐
閣
・

一
九
七
九
年
)
等
参
照
。

(
日
)
ク
レ
イ
グ
は
、
ダ
イ
シ
!
の
憲
法
理
論
の
前
提
と
し
て
、
一
元

的
で
自
己
修
正
的
な
代
表
民
主
政

(
E
E
S
『
予
認
R
n
2
2
E
Z

『弓

Z
M
g
g
Z〈
巾
巳
司
自
由
門
『
忠
之
が
措
定
さ
れ
て
い
る
旨
を
指
摘
す

る
。
め
君
。
固
と
口
・
言
、
言
口
。
Z

F
巳
(
U
F
N
(
同門戸
N

印印)・

(
H
)
ω
局
者

-
m
〉
5

2
・
2
開
亡
者
〉
Z
ロ
n
c
白
。
亘
書
言
問
。
。
E
d
2
1

~ti:去44(6 ・ 371) 1783 
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d
c
z
s
s
a
'
σ
可

冨

-F-cd弓可
2
・
H
匂

N
N
)
・

(
日
)
何
者

Z
E
E
-
n
c
g
d
z
d
c
z
p
C耳
(
∞
円

E
E
-
s
c
-
〉
・
明
。
『
。

『
巾
印
グ
]
戸
市
W
印
。
}
白

(
日
)
こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
学
に
お
い
て
、
ダ
イ
シ

l
の
憲

法
理
論
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
向
け
ら
れ
る
現
在
に
お
い

て
も
、
ダ
イ
シ

l
に
対
す
る
敬
慕
の
念
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
敬
慕
の
念
の
表
明
の
例
に
つ
き
、
和
田

英
夫
「
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
動
向
と
展
望
ー
そ
の
断
面
|
」
法
律
論

叢
六

O
巻
二
・
一
一
一
号
(
一
九
八
七
年
)
六
五
頁
以
下
、
六
六
|
六

九
頁
参
照
。

ま
た
、
ダ
イ
シ
ー
の
よ
う
な
憲
法
観
は
、
一
九
三

0
年
代
の
政

府
内
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
九
年
に

設
置
さ
れ
た
大
臣
の
権
限
に
関
す
る
委
員
会
(
通
称
、
ド
ノ
モ
ア

委
員
会

0
2
2阿
古
田

R
Z
U
C呂
田

-5巾
)
は
、
そ
の
任
務
と
し
て
、

寸
議
会
主
権
及
び
法
の
優
越
と
い
う
憲
法
原
則
を
保
障
す
る
た
め
に

妥
当
な
、
ま
た
は
、
必
要
な
保
障
手
段
は
何
か
を
報
告
す
る
」
旨

が
付
託
命
令
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

E
M
G

向
。
ヨ
ロ
己
さ
き
(
呂
ω
N
Y

河
内
旬
。
『
円
。
間
門
町
め
の

oヨ
自
芹
丹
市
内
。
ロ
忽

5
3
Z
3
.
旬
。
耳
巾
「
印
・

内
閣
統
治
制
の
出
現

リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
が
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
承
認
さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
・

モ
デ
ル
が
掲
げ
る
一
定
の
憲
法
原
則
が
定
着
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
憲
法

(η) 

モ
デ
ル
で
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
の
廃
棄
を
意
味
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
を
指
導
理
念
と
す
る
一
九
世
紀
の
改
革
は
、

旧
来
の
政
治
制
度
や
社
会
制
度
を
廃
止
せ
ず
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ

(
児
)

の
性
質
を
変
化
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
二

十
世
紀
イ
ギ
リ
ス
憲
法
を
制
度
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
、
リ
ベ
ラ
ル
・

モ
デ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
と
も
に
、
一
方
の
モ
デ
ル
だ
け
で

は
説
明
が
つ
か
な
い
が
故
に
、
両
モ
デ
ル
が
折
衷
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

北法44(6・372)1784

こ
の
よ
う
な
憲
法
構
造
の
下
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か

け
て
起
こ
っ
た
①
政
党
の
組
織
化
と
②
執
行
権
の
拡
大
と
複
雑
化
に
よ
っ

(
四
)

て
、
内
閣
統
治
制
(
わ
ち
5
2
C
C〈巾「口自
2
3
が
出
現
し
た
。
つ
ま
り
、

(
初
)

「
内
閣
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
制
度
の
核
」
で
あ
り
、
庶
民
院
と
の
関
係
に
お

(
幻
)

い
て
は
、
「
内
閣
が
庶
民
院
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。

内
閣
統
治
制
が
出
現
す
る
構
造
的
原
因
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ

る
。
第
一
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
に
よ
る
と
、
選
挙
法
改
革
に
よ
る
選

挙
権
の
拡
大
は
、
庶
民
院
の
民
主
的
基
盤
を
強
固
に
し
、
議
会
の
正
統
性

を
高
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
選
挙
権
拡
大
の
帰
結
は
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
有
権
者
数
の
増
加
に
よ
っ
て
、
政
党

は
総
選
挙
に
勝
利
す
る
た
め
に
多
く
の
票
を
集
め
る
こ
と
を
要
す
る
よ
う



イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

(n) 

に
な
り
、
政
党
の
組
織
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
組
織
化
は
、
議

会
外
政
党
の
全
国
的
組
織
化
と
議
会
内
政
党
の
組
織
化
の
二
つ
の
側
面
に

(
お
)

分
け
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
議
員
個
人
に
対
す
る
政
党
の
拘
束
が
強
化

ι出
、
庶
民
院
内
に
お
い
て
多
数
党
H
政
府
と
い
う
構
図
が
現
れ
、
庶
民

院
に
対
し
て
内
閣
が
優
位
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
世
紀
の
経

済
社
会
改
革
を
通
じ
て
国
家
介
入
が
増
大
す
る
こ
と
に
伴
い
、
行
政
事
務

の
増
大
と
複
雑
化
が
進
行
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
「
国
家
が
単
に

警
察
官
、
裁
判
官
、
護
民
官
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
い
ま
や
、
国
家
は
、

教
育
し
、
医
療
を
行
い
、
家
を
建
て
、
道
路
を
つ
く
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス

(

お

)

(

お

)

を
提
供
し
、
そ
の
他
一
切
の
こ
と
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

ま
た
、
庶
民
院
の
多
数
党
が
政
府
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
閣
も
ま

(
幻
)

た
民
主
的
基
盤
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
議
院
の
多
数
派

た
る
政
府
が
、
政
策
の
実
行
に
つ
き
有
権
者
か
ら
の
委
任
を
受
け
、
政
策

の
成
功
に
つ
き
(
議
会
で
は
な
く
)
有
権
者
に
究
極
的
責
任
を
負
う
と
い

(
お
)

う
統
治
観
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

内
閣
統
治
制
の
出
現
は
次
の
現
象
に
具
体
的
に
見
ら
れ
る
。
第
一
に
、

内
閣
存
立
の
基
礎
が
庶
民
院
の
信
任
に
あ
る
と
い
う
、
庶
民
院
に
対
す
る

内
閣
の
究
極
的
責
任
が
形
骸
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
閣
が
一

体
と
な
っ
た
庶
民
院
の
多
数
派
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
以
上
、
政
府

の
政
策
や
活
動
に
関
し
て
野
党
や
国
民
か
ら
の
批
判
が
高
ま
っ
た
と
し
て

も
、
不
信
任
決
議
が
庶
民
院
で
可
決
さ
れ
、
政
権
の
維
持
が
危
険
に
さ
ら

(
明
日
)

さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
滅
多
に
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
政
策
過
程
に
お
け
る
政
府
の
役
割
が
著
し
く
増
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。

王
立
委
員
会

(moE-pg吉田

gロ
)
と
省
庁
委
員
会
芭
岳
民

g
g
E

(ω) 

ハ
リ

C
B
E
宮
市
巾
)
の
発
達
は
、
法
案
起
草
段
階
に
お
け
る
政
府
の
役
割
増
大
を

端
的
に
示
す
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
行
政
の
合
理
化

と
中
央
集
権
化
の
過
程
に
お
い
て
、
広
汎
な
委
任
立
法
を
必
要
と
す
る
状

況
は
生
じ
て
い
た
が
、
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
立
法
に
よ
る
社
会
改
革
の

推
進
や
二
回
に
わ
た
る
世
界
大
戦
と
い
う
国
際
的
国
内
的
情
勢
不
安
に
よ

(
担
)

っ
て
、
委
任
立
法
が
著
し
く
増
加
し
た
。
議
会
内
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、

政
府
提
出
法
案
の
増
大
、
当
該
法
案
に
対
す
る
議
院
の
修
正
率
低
下
と
い

(
幻
)

う
現
象
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
影
響
は
議
事
手
続
に

(
お
)

も
反
映
し
て
い
る
。
ま
ず
、
政
府
が
庶
民
院
の
多
数
派
の
支
持
を
得
て
い

る
こ
と
か
ら
、
議
事
の
統
制
に
つ
い
て
政
府
が
特
権
的
地
位
を
保
持
す
る

(
M
M
)
 

こ
と
が
求
め
ら
れ
、
政
府
が
議
事
日
程
を
統
制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
政
府
提
出
法
案
を
迅
速
に
可
決
す
る
た
め
に
諸
々
の
議
事
手
続
が

導
入
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
八
八
二
年
の
①
緊
急
延
会
動
議
芭
昌
吉
門

(
お
)

E』

2
3
2
E
Z
2
5ロ
)
の
制
限
、
②
議
員
の
発
言
打
切
権
を
議
長
に
付

(
お
)

与
す
る
、
③
討
論
終
結

(
2
0
2
5
)
制
度
の
導
入
、
一
八
八
八
年
の
①
ギ

(

幻

)

(

お

)

ロ
チ
ン

(
E
Z
E
S、
②
散
会
時
間
の
確
定
と
い
っ
た
制
度
の
導
入
が
挙

北法44(6・373)1785
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げ
ら
れ
る
。

内
閣
統
治
制
の
出
現
に
よ
っ
て
、
内
閣
に
よ
る
立
法
手
続
の
支
配
や
庶

民
院
の
執
行
府
統
制
機
能
の
低
下
と
い
う
現
象
が
庶
民
院
に
も
た
ら
さ

れ
、
庶
民
院
議
員
個
人
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
関
す
る
情
報
か
ら
の
隔
絶

(
却
)

と
い
う
結
果
を
招
く
の
で
あ
る
。

註(
口
)
ホ
ワ
イ
ト
ホ

I
ル
・
モ
デ
ル
に
関
す
る
説
明
に
つ
き
、
第
二
章

第
一
節
第
二
款
一
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]

一
二
六
四
頁
以
下
)
参
照
。

(
児
)
回
目
n
F
Sミ
白
ロ
D
R
N
-
巳
呂
田

(
日
)
本
文
で
以
下
に
述
べ
る
内
閣
統
治
制
が
も
た
ら
す
諸
現
象
は
多

く
の
論
者
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
て
い
る
。
山
町
内
戸
時

h
・
・
∞
見
出
・
∞
-

F
-
と
Z
開・可。同
V
C
「
〉
問
。
。
〈
何
回
Z
Z
開Z
↓
喝
。
巴
間
何
回
目
〉
」
『
印
(
N
巳
巾
己
同
∞
∞
①
)
唱

玄
.
0印、『目。口。国
m
W
5
0
開Z
O
口

-rzJヘ〉
Z
ロ↓
Z
向
。
田
口
〉
Z
H
N
〉↓
5
z
o司
旬
。
巳
t

d
E
F
E国
司
自
(
門
『
宮
∞

-
S
Hり

-
n・
Q
R
Z
-
E
C
N
)一
三
∞
-

宮
内
穴
貝
uzz-戸
、
吋
Z
開
Z
開
君
。
何
一
露
。
Q
g
n
Jヘ
〉
Z
ロ
吋
Z
刊
の
。
Z
回、コ叶巴↓
5
z

(]戸山山
]

{

N

)

一∞目

F
O
宅・

4

Z
開
。
。
〈
開
国
Z
〉
z
n問
。
司
開
Z
口「〉
Z
ロ
(
『
巾
〈
内
乱
-

H
m
w
H

品)一〉・「
-
F
0
4
司何回
L
T

↓z開
。
。
〈
何
回
Z
Z
E
4
0
司何
Z
2
t
〉Z
ロ
宮
内
耳
巾
門
戸

H
m
w
N
O
)
・

但
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
規
範
的
政
体
原
理
と
し
て
内
閣
統

治
制
を
措
定
す
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
規
範
的
政
体
原
理
と
し

て
内
閣
統
治
制
を
措
定
す
る
代
表
的
論
者
は
、
ジ
エ
ニ
ン
グ
ス

(ω
ヨ
-
』
開
Z
Z
E
口
m
r
n〉回目
Z
門
『
の
。
〈
2
2
4
Z
E
4

一ω
巳巾門戸]戸市
W

印
匂
一
)
、
ア
メ

リ
ィ
(
戸
的
。
〉
冨
何
回
t
J

叶
Z
O
巴口
Z
4
0
Z
(
U
C
Z
2
a
司巴
d
o
z
一ω
門同市門戸]戸市
W

印
ω
一)

で
あ
る
。
規
範
的
政
体
原
理
と
し
て
内
閣
統
治
制
を
措
定
す
る
論

者
と
そ
う
で
な
い
論
者
と
の
問
で
は
、
「
法
会
担
当
)
」
に
つ
い
て
の

理
解
な
ど
に
相
違
が
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
は

容
易
で
な
い
。
ま
た
、
特
定
の
論
者
が
ど
ち
ら
の
立
場
を
と
る
か

に
つ
き
、
解
釈
が
分
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
代
表
例
が
パ
ジ
ヨ
ッ

ト
[
垣
島
常
宮
岡
市
甘
え
]
の
立
場
に
関
す
る
理
解
の
相
違
で
あ
る
。

な
お
パ
ジ
ヨ
ッ
ト
の
議
会
制
論
に
つ
き
、
小
山
庚
和
・
浜
田
豊

「
W
-
パ
ジ
ヨ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
の
問
題
」
高
山
短
期
大
学

研
究
紀
要
九
号
[
一
九
八
六
年
]
四
九
頁
以
下
参
照
)
。
よ
っ
て
、

本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
ず
、
「
内
閣
統
治
制
」
と

い
う
用
語
を
、
本
文
で
述
べ
る
諸
現
象
を
総
称
す
る
意
味
で
用
い

る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
国
王
大
権
(
例
え
ば
、
庶
民

院
解
散
権
・
外
交
権
・
国
防
権
)
の
行
使
に
お
い
て
首
相
が
有
す

る
助
言
の
影
響
力
の
大
き
き
ゃ
主
要
な
政
策
形
成
に
お
い
て
首
相

が
占
め
る
役
割
の
大
き
さ
な
ど
に
鑑
み
て
、
内
閣
統
治
制
を
さ
ら

に
進
め
て
、
首
相
が
事
実
上
の
統
治
権
を
握
っ
て
い
る
と
す
る
「
首

相
統
治
制
百
コ

E
S
E
-∞
芯
コ
乱
。
。
〈
巾
「
巴

B
S
C
」
と
統
治
構
造
を

特
徴
づ
け
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
M
U

ぬ旬、内

h
-

周
回
∞
(
い
「
。
回
目
I

E
P
.
h
z
マミ
H
R
E
S
-
H。
者
〉
「
↓
何
回
∞

E
E
C寸
∞
↓

E
目立口
5
z
n
o
z

北法44(6・374)1786



イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

問、『弓巴叶向。

Z
(
]戸
句
。
品
)
一
』
・
で
玄
〉
2
2
Z
4
0印
Z-
↓
z開
∞
ヨ
三
国
z
n〉国
-Z門
叶

(ω
包
巾
己
]
戸
市
山
寸
寸
)
・

内
閣
統
治
制
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
作
間
忠
雄
「
イ
ギ

リ
ス
の
議
院
内
閣
制
」
法
学
二

O
巻
一
号
(
一
九
五
六
年
)
一
ム
ハ

頁
以
下
、
同
「
内
閣
政
治
制
の
意
義
と
そ
の
成
立
」
法
学
二
六
巻

一
号
(
一
九
六
二
年
)
一
頁
以
下
、
同
「
内
閣
政
治
制
の
特
質
と

課
題
」
清
宮
四
郎
博
士
退
職
記
念
・
憲
法
の
諸
問
題
(
有
斐
閣
・

一
九
六
三
年
)
二
三
九
頁
以
下
所
収
等
参
照
。

(
却
)
盟
国
日
』

E
z
-
Z口∞
-
n〉
盟
Z問
、
『
。
。
〈
何
回
Z
Z開
Z↓
同

(ω
込
町
乱
回
史
山
市
町
)
・

(
幻
)
迂
・
即
丹
念
山
。

(
詑
)
℃
-
Z
O問、『
oz-
。
c
z
z
o
Z印
同

Z
司
開
国
印
刷
》
開
ロ
ゴ
〈
間
同
日

(Hmw∞
同
)
・
ゎ

P
P
5・

MHhV喧

AH
ロ
O
門
巾
∞
.
白
円

ω∞

(
お
)
政
党
の
組
織
化
の
過
程
に
つ
き
、
第
二
章
第
三
節
第
一
款
一
(
北

大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一
二
八
二
頁
、
同
頁

註
(
邸
)
)
参
照
。

(出
)

H

O

印
叶
問
。
口
C
目印

5
・
g
h
v
S
口
。
門
何
回
m
Y
M
W
件
。
。
印
ロ
メ
イ
ン
は
、
コ
ー

カ
ス
・
シ
ス
テ
ム
(
わ
き
2
∞
∞
苫
窓
自
)
の
発
達
の
結
果
、
議
員
が
「
自

由
な
代
表
か
ら
指
示
を
受
け
た
代
理
人
」
に
変
化
し
た
と
述
べ
る

(
Z
E
E
-
S
マB
E
R
E
-
同門主)。

(
お
)
∞
同
固
め
・
↓
'
(
U
〉国

F
n
c
z
n
E
Z
E口
開

Z口
F
a
z
〉
ロ
F

曲目
Z目印叶
E
4言
明
「
〉
垣

]戸
O
(
]
戸市出品]{)

(
お
)
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
執
行
権
拡
大
に
つ
き
、
第
二
章
第
三

節
第
一
款
二
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一

二
八
三
頁
以
下
)
参
照
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
政
府
機
能
の
拡
大
は
、

立
法
に
よ
る
新
た
な
政
府
権
能
の
獲
得
に
見
て
と
れ
る
。
例
え
ば
、

会
期
毎
に
可
決
さ
れ
た
議
会
制
定
法
の
平
均
件
数
は
、
五
十
二

九
O
六
年
会
期
j

一
九
一
三
年
会
期
)
か
ら
五
七
(
一
九
二
九
|

三
O
年
会
期
j

三
七
l
三
八
年
会
期
)
と
増
加
し
、
同
じ
期
間
を

以
て
比
較
し
た
議
会
制
定
法
の
平
均
頁
数
は
、
三
三
五
頁
か
ら
九

九
五
頁
に
激
増
し
た
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
が
政
府
の
執
行
権
行
使
に

係
る
法
律
で
あ
っ
た
。
'
凶
問
問
・
』
・
〉
・
の
の
『
戸
内
向
田
門
戸
叫
が
町
内
室
臼
な
ぎ
な
富
・

日
目
包
h
s
q礼
町
白
書
偽
ミ
ロ
丘
町
h日町内
k
h
a
H
h目
白
な
望
室
町
shtIEst・
品
∞

E
n
z
-
F
-
N
2
H
O叶
ω・
巳
呂
∞
?
]
開

ZZHZ口
印
岨
ぞ
ぎ
苦

s
k
こ窓
h
S
2

3
』
MW旬。ー』
UhW3・
回
口
言
、
‘
。
ロ
O
丹市

N
O
-

由
片
〉
℃

U
E
E
H
】
【
(
印
丹

印

ω
十
日
ω
叶
)
・
さ
ら
に
、
二
回
に
わ
た
る
世
界
大
戦
は
執
行
権
の
拡

大
、
議
会
に
対
す
る
執
行
府
の
優
位
を
加
速
化
し
た
。

(
幻
)
の

-
n即
日
立
。
ロ
也
、
ミ
RRH書
室
町

S
N
R
H
U
3
N
2苦町、・

5
F
C田
口
わ
〉
富
ν
S
Z

ミ
ミ
・
同
Y
E
F
E
P品開
Z↓
-
〉
∞
巴
閉
山
〈

51
少
白
門

N
印
(
]
=
山
印
N
)
・

(
お
)
∞
】
田
口

Z
-
S可
申
口
。

Z
N
-
巳
広
印
・

(
却
)
一
八
九
五
年
(
ロ

i
ズ
ベ
リ
ィ
卿
一
宮
三
宮
お
宮
ミ
一
自
由
党
内

閣
の
総
辞
職
)
以
降
、
庶
民
院
で
過
半
数
を
制
す
る
内
閣
が
庶
民

院
に
お
け
る
採
決
で
の
敗
北
を
理
由
に
総
辞
職
し
た
と
い
う
事
例

は
な
い
。
川
町
宮
河
・
∞
国
〉
N
-
何
回
-
(
い
0
2
2弓
C
4
5
2〉
F

E
〉
口
ゴ
ロ
何
回
寸

H1

H
斗
ω

(

]

{

匂
∞
∞
)
-

(
却
)
第
二
章
第
三
節
第
三
款
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九

九
四
年
]
一
二
八
八
頁
以
下
)
参
照
。
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研究ノート

(
但
)
水
野
豊
志
・
委
任
立
法
の
研
究
(
有
斐
閣
・
一
九
六

O
年
)
一

三
人
頁
。
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
、
委
任
立
法
を
発
効
前
な
い

し
発
効
後
に
議
院
に
提
出
さ
せ
、
効
力
肯
定
決
議
官
呂
『
呂
田
片
岡
三

『巾目。
-
5
5
5
な
い
し
効
力
否
定
決
議
官
認
さ
2
2
8
z
g
ロ
)
に
よ

っ
て
そ
の
効
力
を
確
認
す
る
手
続
な
ど
、
委
任
立
法
を
自
ら
統
制

す
る
制
度
を
有
す
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
委
任
立
法
に
つ
き
、
水
野
・
前
掲
書
・
第
二
章
(
一

一
o
l二
五
七
頁
)
の
他
、
利
光
利
一
「
イ
ギ
リ
ス
行
政
法
に
お

け
る
委
任
立
法
の
研
究
(
一

)
j
(
五
・
完
)
」
法
学
研
究
(
愛
知
学

院
大
学
論
叢
)
二
七
巻
三
・
四
号
一
頁
以
下
、
二
八
巻
三
・
四
号

一
頁
以
下
、
二
九
巻
一
・
二
号
一
一
七
頁
以
下
、
二
九
巻
三
・
四

号
一
一
貝
以
下
、
三
十
巻
三
・
四
号
一
頁
以
下
(
一
九
八
四
j
八
七
年
)

等
参
照
。

(
詑
)
山
吉
∞
阿
国
門
戸
話
、
司
白
口
。
Z
N
喝釦円

J
E
R
な
お
、
政
府
の
立
法
過
程

支
配
に
関
す
る
実
証
的
研
究
と
し
て
、
崎
町
内
』
・
〉
-
C
・
の
E
3弓
z-

句
〉
田
口
〉
冨
己
主
〉
国
4
m
Q
H
C
↓
-
z
t
、
。
司
。
。
〈
開
国
Z
Z
開
Z
↓
回
目
F
F
出(]{川町斗品)・

(
お
)
〈
尚
一
』
・
河
内
門
主
門
戸
周
2
Z
E
ロ
且
叶
巾
円
『
ロ
宗
門
】
命
日
開
口
問
-
山
田
円
}
】
巾
ロ
目
以
印
『

一回Bmロ
S
ユ∞
B
E
P
回
円
~
H
・
H
-
〉
町
的
n
E
ロ-
N
-

穴白匂・

ω
(
的・回目当

N
N
O
)

(
拠
)
「
。
同
巴
{
U

〉
Z
E
E
-
〉
Z

【

Z
叶
国
8
2
4
M
2
8
4
Z
開
2
0
E
E
2
2
↓
E

出。己的開。同りの。冨冨CZ印

ω
斗
lω
∞
(ω
円四巾己・
]
{
m
w

日∞)

(
お
)
従
来
、
質
問
に
対
す
る
大
臣
の
答
弁
に
満
足
で
き
な
い
場
合
、

議
員
に
は
、
延
会
動
議
を
提
出
し
て
意
見
を
述
べ
る
権
利
が
あ
っ

た
。
こ
の
権
利
行
使
に
つ
き
、
対
象
を
「
特
定
の
緊
急
を
要
す
る

国
政
事
項
」
に
限
定
し
、
四
十
名
以
上
の
議
員
の
賛
成
を
要
す
る

と
さ
れ
た
。
前
田
英
昭
・
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
の
研
究
(
渓
林
出

版
社
・
一
九
九

O
年
)
一
四
六
一
五
二
頁
参
照
。

(
お
)
採
決
に
入
る
旨
の
動
議
を
可
決
す
る
こ
と
で
、
議
案
に
係
る
討

議
を
打
ち
切
る
手
続
。
但
し
、
当
該
動
議
は
、
少
な
く
と
も
百
名

の
議
員
の
賛
成
を
以
て
可
決
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
~
町
内
。
玄
ミ
・

白片品〔)印
1

品
。
∞
な
お
、
高
見
勝
利
「
議
会
に
お
け
る
審
議
の
自
由

と
そ
の
制
限
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
下
院
の
ク
ロ

l
チ
ュ
ア
制
導

入
を
め
ぐ
る
議
論
を
素
材
と
し
て
」
三
島
淑
臣
ほ
か
(
編
)

法
と
国
家
の
基
礎
に
在
る
も
の
(
創
文
社
・
一
九
八
九
年
)
一
一
一
四

三
頁
以
下
所
収
参
照
。

(
幻
)
「
時
間
配
分
動
議
3
5
m
E戸

2
5
2
玄
0
5
ロ
ご
と
も
言
、
っ
。

こ
の
動
議
は
政
府
が
特
に
重
要
か
つ
争
い
の
あ
る
政
府
提
出
法
案

を
確
実
に
可
決
さ
せ
る
た
め
に
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
動
議
が
可
決

さ
れ
る
と
、
審
査
段
階
毎
に
議
事
日
程
が
配
分
、
固
定
さ
れ
、
当

該
段
階
の
審
査
が
未
了
で
あ
っ
て
も
審
査
終
了
と
し
て
次
の
段
階

に
進
行
す
る
こ
と
に
な
る

0

・
同
記
玄
ミ
・
忠
犬
)
∞
ム
呂
な
お
、
原

度
「
イ
ギ
リ
ス
下
院
に
お
け
る
時
間
割
当
規
則
(
ギ
ロ
チ
ン
)
」
レ

フ
7

レ
ン
ス
一
一
一
一
号
(
一
九
六
八
年
)
五
頁
以
下
参
照
。

(
羽
)
議
長
裁
定
で
午
前
一
時
ま
で
に
終
了
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
却
)
ヨ
こ
開
Z
Z
E
B
-
-
》
易
E
Z
里
=
2
-
U
E
目
Z
E
C
t
H
E
(
呂
ω
品)・
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第

款

(
日
制
)

特
別
委
員
会
改
革
両

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

改
革
論
の
背
景

リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
と
、
①
庶
民
院
の
信
任
が
内
閣
や

大
臣
の
在
職
要
件
で
あ
る
こ
と
、
②
大
臣
が
掌
理
す
る
省
庁
の
事
務
に
つ

き
説
明
責
任
を
負
う
こ
と
等
を
意
味
す
る
責
任
内
閣
制
と
い
う
憲
法
習
律

を
通
じ
て
、
庶
民
院
が
内
閣
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
、
重
要
な
特

徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
閣
統
治
制
の
出
現
に
対
し
て
は
、
リ
ベ
ラ

ル
・
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
論
者
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
危
倶
が
表
明
さ
れ

た
。
例
え
ば
、
高
等
法
院
国
王
座
部
首
席
裁
判
官

(
F
C
E
n
E
a
E
5
2

0

同閉山口問

Z
E
)
だ
っ
た
ヒ
ュ
ウ
ォ

l
ト
卿

(
E
E
出

2
『
白
『
門
)
は
、
執
行
権
の

強
大
化
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
れ
を
「
新
た
な
独
裁

(Z2、ロ
g
宮

1

5
ヨ
)
」
と
呼
ぴ
、
そ
の
目
標
は
「
議
会
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
、
裁
判
所
〔
の

統
制
〕
か
ら
逃
れ
る
こ
と
、
執
行
府
の
意
志
な
い
し
気
紛
れ
を
自
由
の
ま

(
H
U
)
 

ま
に
し
て
最
高
の
も
の
と
す
る
こ
と
」
だ
と
批
判
し
た
。

特
別
委
員
会
改
革
論
は
、
こ
の
よ
う
な
危
倶
の
一
環
と
し
て
具
体
化
し

た
。
こ
こ
で
言
う
「
特
別
委
員
会
改
革
論
」
と
は
、
政
府
の
政
策
や
活
動

の
監
視
を
目
的
と
す
る
調
査
(
政
府
監
視
調
査
)
を
任
務
と
す
る
特
別
委

員
会
、
特
に
、
特
定
の
政
府
省
庁
な
い
し
政
策
分
野
を
所
管
す
る
調
査
委

員
会
を
庶
民
院
に
設
置
す
べ
き
と
す
る
主
張
を
指
す
。
特
別
委
員
会
改
革

論
の
背
景
と
し
て
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
第
一
次
世
界

大
戦
以
後
、
庶
民
院
が
執
行
府
に
対
す
る
統
制
と
い
う
伝
統
的
機
能
を
適

切
に
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
認
識
が
浸
透
し
、
さ
ら
に
、
平
議
員

(
z
n
r
Z
R
Z『
)
の
間
に
、
政
府
情
報
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
自
己
の
役
割
に

対
す
る
不
満
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
乎
議
員
の
不
満
を

解
消
す
る
こ
と
と
執
行
府
統
制
機
能
を
回
復
す
る
こ
と
と
は
、
相
互
に
関

(
位
)

連
す
る
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
議
員
が
政
府
の
政
策
や

活
動
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
庶
民
院
が
執
行
府
の
統
制
と
い
う

(
必
)

機
能
を
全
く
果
た
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
、

政
府
内
部
の
意
思
決
定
過
程
を
公
開
す
る
機
会
と
議
員
が
情
報
を
獲
得
で

き
る
よ
り
よ
い
方
法
と
が
庶
民
院
に
存
す
る
な
ら
ば
、
内
閣
不
信
任
は
事

実
上
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
臣
の
説
明
責
任
の
追
及
な
ど
を
通
じ
て
、

庶
民
院
の
執
行
府
統
制
機
能
の
実
効
性
は
維
持
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
最
良
の
|
|
事
実
上
唯
一
の
|
|
方
法
と
し

て
、
主
要
な
政
府
省
庁
に
対
応
し
て
構
成
さ
れ
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務

と
す
る
複
数
の
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
た
の
で

(
H
H
)
 

あ
る
。
第
二
に
、
質
問
時
間

5
5邑
2
3ヨ
巾
)
や
延
会
討
議
(
〉
丘
O
E
『口'

E
三
宮
ER)
と
い
っ
た
、
従
来
か
ら
の
執
行
府
統
制
制
度
が
内
閣
統
治

制
と
い
う
新
た
な
状
況
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

北法44(6・377)1789
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れ
ら
の
制
度
は
、
行
政
に
対
す
る
個
々
の
苦
情
救
済
、
つ
ま
り
ミ
ク
ロ
レ

(
必
)

ベ
ル
の
行
政
統
制
を
主
眼
と
す
る
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

政
府
の
政
策
と
活
動
に
対
す
る
監
視
と
い
う
、
よ
り
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
執

行
府
統
制
機
能
を
庶
民
院
が
適
切
に
果
た
し
、
か
っ
、
議
員
が
従
来
有
し

て
い
た
自
己
の
責
務
に
対
す
る
充
足
感
を
再
び
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
新
し
い
技
術
と
し
て
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
し
、
省
庁
に

(
必
)

対
応
す
る
特
別
委
員
会
が
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註(
剖
)
特
別
委
員
会
改
革
論
に
関
す
る
有
益
な
整
理
と
し
て
、
た
こ
白
星

印
〉
田
口
∞
。
口
問
円
『
」
「
(
巾
品
)
・
句
〉
田
口
〉
Z
E
4
4
〉国
4

月間司
O
固
ま
一
〉
∞
巴
豆
、
円
『
。
司

∞
巴
口
の
何
回
目
白
河
開
司
。
間
三
回
(
U
F
ω
(
『
2

E
回
目
。
告
)
な
お
、
本
書
第
一

版
(
一
九
六
一
年
)
の
邦
訳
が
あ
る
。
三
津
潤
生
(
訳
)
「
英
国
に

お
け
る
下
院
議
事
手
続
の
改
革
論
(
上
)
(
下
)
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

一
四
人
号
二
七
頁
以
下
、
一
四
九
号
三
七
頁
以
下
(
一
九
六
三
年
)

参
照
。

(
H
U
)

円
、
。
自
民

E
5
2・↓
z
開
Z
開
君
。
開
印
刷
ν
0
・
『
岡
山
富
岡
、
吋
(
岡
山
口
。
)
こ
の
よ
う

な
危
倶
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
も
表
明
さ
れ
続
け
た
。

huRG-

h
-
。
・
点
目
内
問
号
。
z-
↓
Z
何回》〉印印同
Z
口

2
3目E
Z

何
百
(
呂
町
N
)
・

(
位
)
〉
国
国
吉
田
。
ロ
除
出
'
〈
・
巧

Z
E
E
-
言内門
Z
b
¥
【リきさ
S
S

e
h
p
h
h
H
R
宮
内
ミ
(
u
q
苦
遺
言
師
、
一
呂
町
匂
一
司
-

F

N
ゴ
・
白
円
N

3

(
刊
日
)
∞
ヨ

2
・
望
見
守
巴
口
。
Z
N
唱曲門同日一
wa

(
U
H
)

司
回
出

5
2司
自
己
ミ
い
て

S
K
E
h
Hき
白
-
G

ミ
司
君

S
u
d
p
¥
3
5・
5

。・

0
田
町
名
目
叫
(
市
島
)
・
、
叶
Z

開
Z
E司
∞
開
-H円、『

(vczzq・『何回山田岡
ω
・
白
件
同
ム

(
N【
同
町
《
凶
]
{
匂
∞
ゆ
)

(
M
M
)

の

ζ
'
J
ヘC
Z
口
問
・
コ
言
、
s言
書
ミ
~
ま
史
的
骨
、
恒
三
富
苦
言

E
q
c。君主。

苦
2
H
F
E
F
C
回
目
。
〉
Z
2
0
Z
内

町

内

HF.

句
〉
国
己
〉
冨
開
Z
叶
・
〉
∞
己
目
〈
開
吋
回
、
吋
「
三

]戸∞
N
(
]
{
匂印
N
)
・

(必
)
]
2
2
Z口
印
-
言
、

s
=。斥
ω川

Y

と

E
C
l
H
E

北法44(6・378)1790

改
革
論
の
形
成

こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
特
別
委
員
会
改
革
論
の
萌
芽
は
、

年
の
ジ
ョ
ウ
エ
ッ
ト
(
司
『
邑
を
'
』
。
君
主
)
庶
民
院
議
員
の
提
案
に
見
て
と

(
幻
)

れ
る
。
政
府
内
部
に
お
い
て
は
、
一
九
一
八
年
の
ホ
|
ル
デ
イ
ン
盲
目
-
-

(
必
)

E
ロ
巾
)
委
員
会
報
告
書
に
遡
る
。
す
な
わ
ち
、
同
報
告
書
は
、
「
も
し
、

議
会
が
策
定
し
た
政
策
の
各
省
庁
に
よ
る
執
行
に
お
い
て
、
議
会
の
継
続

的
か
つ
熟
知
し
た
上
で
の
関
心
が
確
保
さ
れ
る
な
ら
ば
、
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
能
率
性
は
向
上
す
る
」
(
宮
『
由
・
印
N
)
と
し
て
、
政
府
省
庁
を
所
管
し
て

そ
の
活
動
を
審
査
す
る
一
連
の
特
別
委
員
会
の
設
置
が
「
こ
の
目
的
に
貢

献
す
る
」
と
示
唆
し
た
の
で
あ
る
(
宮
E-
印
ω)
。

一
九
三

0
年
代
に
入
る
と
、
特
別
委
員
会
改
革
論
は
庶
民
院
内
外
で
広

く
主
張
さ
れ
た
。
議
院
内
で
は
、
一
般
法
律
案
に
関
す
る
議
事
手
続
委
員

一
九

O
九



会
(
∞
巾
-
2円
。
。
ョ
呂
志
巾
巾
O
ロ
3
・0
門主ロ『巾
D

ロ
ア
-ZF円
回
巳
回
目
口
市
的
印
)
に
お
い

て
、
独
立
労
働
党
音
色
巾
℃

g
号

E
E
Z
E『
E
ユ
可
)
が
改
革
論
を
積
極
的

(ω) 

に
陳
述
し
た
。
ま
た
、
学
説
も
同
様
に
特
別
委
員
会
改
革
論
を
支
持
し
た
。

例
え
ば
、
特
別
委
員
会
改
革
が
実
行
さ
れ
た
場
合
の
利
点
と
し
て
、
①
政

(
印
)

策
が
超
党
派
的
精
神
に
よ
り
監
視
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
政
府
と
議

(
日
)

会
の
聞
に
協
調
感
が
生
ず
る
こ
と
、
②
議
員
が
行
政
に
関
す
る
よ
り
多
く

(ロ)

の
情
報
と
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
③
②
の
結
果
、
議
員
の
欲

(
日
)

求
不
満
が
解
消
さ
れ
、
ま
た
、
④
本
会
議
の
討
議
の
質
が
向
上
す
る

(M) 

こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

但
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
委
員
会
改
革
論
に
つ
き
、
以
下
の
点
が
留
意
さ

れ
る
。
第
一
に
、
新
た
な
特
別
委
員
会
の
役
割
に
関
し
て
、
大
臣
の
所
掌

事
務
の
範
囲
内
で
情
報
を
収
集
し
て
調
査
す
る
と
い
う
点
で
一
致
が
あ
る

も
の
の
、
他
の
具
体
的
権
限
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
特
に
、

特
別
委
員
会
改
革
が
第
三
共
和
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
主

g
g

z宮
zaFOE-S
及
び
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
合
富
岡
『

2
印
)
に
お
け
る
常
任

委
員
会
主
自
己
百
四

g
B
E丹円巾
2)
の
導
入
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
争

い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
常
任
委
員
会
は
、
ニ
疋
の
行
政
分
野
(
省
庁
)
を

所
管
し
、
当
該
分
野
に
お
い
て
、
①
政
府
活
動
を
監
視
す
る
こ
と
、
②
法

(
日
)

案
や
予
算
の
決
定
手
続
に
継
続
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
議
会
に
お
け
る
特
別
委
員
会
は
②
の
任
務
を
担
わ
な
い
の
が
伝
統

(
白
川
)

で
あ
る
か
ら
、
②
の
権
限
を
特
別
委
員
会
に
認
め
る
こ
と
は
委
員
会
制
の

基
本
理
念
を
修
正
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
特
別
委
員
会
を
法
案
審
査
や

(
閉
山
)

予
算
決
定
手
続
に
関
与
さ
せ
る
か
に
関
し
て
は
、
積
極
説
も
あ
る
が
、
消

極
説
が
主
流
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
委
員
会
が
立
法
や
財
政
に
関

し
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
は
大
臣
責
任
制
に
反
す
る
こ
と
、
②

委
員
会
の
議
院
へ
の
従
属
性
を
維
持
す
る
な
ら
ば
、
省
庁
の
事
務
に
応
じ

た
委
員
会
は
イ
ギ
り
ス
議
会
に
お
け
る
委
員
会
制
の
基
本
理
念
と
相
違
が

(
回
)

な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
特
別
委
員
会
改
革
論
を
考
え
る

上
で
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
別
委
員
会
改
革
論
が
、
既
存
の
政
治

構
造
や
議
会
制
度
を
所
与
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
変
更
を
目
指
す
も
の
で
は

な
い
一
例
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
特
別
委
員
会
改
革
に
対
す
る
支
持
の
理
由
と
し
て
、
改
革
が

議
会
の
み
な
ら
ず
大
臣
や
省
庁
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ホ

1
ル
デ
イ
ン
報
告
書
は
、
行
政
に
つ
い
て
知
識

を
有
す
る
議
員
か
ら
な
る
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
予
断
を
も
っ

た
批
判
よ
り
も
む
し
ろ
、
社
会
利
益
の
た
め
に
省
庁
に
託
さ
れ
た
職
務
の

遂
行
に
お
い
て
建
設
的
に
仕
事
を
行
う
こ
と
の
方
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

(
臼
)

な
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
①
大
臣
に
と
っ
て
も
世
論
を
知
り
、
政
策
を

(ω) 

説
明
す
る
よ
い
機
会
に
な
る
こ
と
、
②
有
能
な
行
政
官
の
一
評
価
を
高
め
る

(
日
)

こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
省
庁

北法44(6・379)1791
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と独
が自
大の
き情
く報
影ネ
響ツ
しト
てワ

るク
と カ宝
恩当
わ時
れ(は
る巴十
。分

発
達
し
て

な
か
っ

た

位(
円
引
)
防
車
問

ω
、
〉
『
0
3
・
F
さ
5
2
h
b
q
与
さ
宮
、
・
u
d
h
~
円
ミ
ミ
。
喜

苦
え
た
お
む
内
曲
、
号
、
一
3
2
一
回
y
F
・
2
固
ま
た
、
一
九
二
四
年
の
列
国
議

会
同
盟
2
E
2
E
E
ユZ
B
g
g
ミ
C
E
C
ロ
)
に
対
す
る
ラ
ス
キ

(
出
国
3
5
]
-
E
o
r
c
の
回
答
に
も
、
省
庁
に
対
応
し
た
政
府
監
視
調

査
を
任
務
と
す
る
特
劃
委
員
会
の
設
置
と
い
う
提
案
が
見
ら
れ
る
。

「
議
会
政
治
の
現
状
」
ハ
ロ
ル
ド
・

I
・
ラ
ス
キ
(
前
回
英
昭
訳
)
・

イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
(
日
本
評
論
社
・
一
九
九

O
年
)
二
八
三

頁
以
下
所
収
、
二
九
四
!
二
九
五
頁
参
照
。

(
咽
)
わ
門
戸
市
W
N
ω
。
(
コ
コ
∞
)
守
河
内
U
0
2
0
同
5
m
Z
2
F
岡
田
市
『
可
。
目
。
。
〈
ミ
ロ
。

ヨ
g
z
u
c
g
g
F
円
Z
町
・
「
ホ

l
ル
デ
イ
ン
委
員
会
」
と
い
う
名
称
は
、

委
員
長
で
あ
る
ホ

l
ル
デ
イ
ン
2
Z
5
M
g
E
Z
同
包
E
ロ
司
。
『

c
z
s
の
名
前
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
叫
)
そ
の
中
心
は
ジ
ョ
ウ
エ
ッ
ト
で
あ
る
。
独
立
労
働
党
の
他
に
は
、

ロ
イ
ド
H

ジ
ョ
ー
ジ
(
F
E
〕己

C
Z
『
尚
之
、
ミ
ュ
ア
(
周
回
呂
田
白
山
、
宮
E
『
)

等
が
特
別
委
員
会
改
革
論
に
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
。
v
c
h
町
内

n

H
合
】
(
H
m
v
ω
。
l
u
H
Y
印
唱
巾
門
岡
山
』
知
市
唱
。
「
再
『
『
。
自
門
~
岡
市
的
色
巾
円
円
n
c
自
由
芹
丹
市
内
'

H
U
『
c
n
m
m
同
巴
『
叩
。
=
M
V
E
g
-
円
切
Z
M
F
E
m叩
M
5
・
z
g
o
E
N
目
印
。
z
-
0
0
〈
同
国
Z
富
岡
田
吋

〉
E
F
戸
z
z
h
Z
H
】
問
中
呂
∞
{
E
E
5
3
)
ミ
ュ
ア
の
特
別
委

員
会
改
革
論
に
つ
き
、
定
化
問
・
玄
E
F
Z喜
四
百
2
2
5
の
2
E
E
E
-

〉
-
u
o
「
』
コ
ロ
〉
戸
〉
Z
〉
F
J
『
由
自
由
。
司
露
。
口
開
問
Z
O
R
〈
伺
「
0
3
由
開
Z
叶
回
目
Z
↓
Z
R

ロ
回
目
↓
目
印
Z
ω
J
R
回
目
F
Z
2
司
の
C
〈
同
国
Z
Z
開
Z
4
N
ω
)
{
i
'
N
ω
印
(
N己
2HHmwω。)・

(
印
)
〔
リ
担
ヨ
℃

5
p
h明酬も

s=0丹市
N
斗
唱
え

ω品

(
日
)
〉
Z
開
2
-
留
守
白
ロ
C
Z
足
場
町
民
印
ω
u
JへO
匡
ロ
円
程
一
w
S
ロ
o
g
品
目
・
2

同
∞
}
I
H
∞
ω

(
臼
)
(
い
白

E
U
-
-
P
S可
否
ロ
D
Z
N
斗
唱
え

u
-

(

臼

)

」

「

F
H
K
-

(
M
A
)
H
F
九
九
一
回
目
戸
。
・
の
再
開
〉
〈
問
的
噌
斗
Z
同
国
間
耳
目
印
Z
の
c
z
m
W
1
2
4
2
・
5
Z
品
品

(
ω
門
-
E
-
呂
田
町
Y
同
・
れ
を
F
Z
『
?
吋
4
h
H
由
ミ
R
p
g
h
e
b『
(
U
q

困、町3H
君
主
F

Nム
H
3
』
国
〉
ロ
斗
印
噌
町
民
∞
ω
(
H
U
品
。
}
・

(
日
)
め
邸
周
回
℃
3
ロ
司
臼
誌
も
さ
ロ
O
丹
市
N
戸
包
ω
ω
・

(
出
)
第
一
章
第
一
節
第
一
款
二
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一

九
九
四
年
]
一
二
四

O
頁
)
参
照
。

(
町
)
]
問
Z
Z
E
E
-
h
遣
も
さ
口
C
H
巾
全
戸
白
押
H
K
H
一
日

(臼
)
n
E
g
H
O
E
-
言
、
さ
ロ
O
R
N
叶
・
民
u
u
t
u
↑
ハ
ン
ソ
ン
と
ワ
イ
ズ
マ

ン
は
、
改
革
さ
れ
る
べ
き
委
員
会
が
助
言
委
員
会
(
邑
三
省
司

g
E
E
仲
丹
市
£
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
百
回
目
的
。
=
P
巧
3
m
g
s
w

富
市
さ
ロ
O
H
巾
品
一
戸
主
ω
∞
N
I
N
∞
3
0
も
っ
と
も
、
ブ
ロ

l
ガ
ン
は
、

フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
、
法
を
作
り
、
統

制
す
る
際
の
有
効
か
っ
独
立
の
役
割
を
議
会
が
有
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
議
会
の
方
が
イ
ギ
リ

ス
よ
り
も
「
議
会
政
(
F
ュE
自
2
5
ミ
の
O
〈
巾
『
口
ヨ
2
3
」
的
で
あ

北法44(6・380)1792



る
と
す
る

(
U
・
4
芦
田
『
C
官
戸
内
喜
志
号
室

S
.
s
h言
書
皇
室
且

守
内
言
昔
、
白
急
白
書
室
町
由
3
守的町内蓋
-
5
F
o
z
n〉
Z
2
2
z
ミ
白
目
・
・
同
よ
田

口〉玄開
Z
4
一
〉
∞
C
E函
司

寸

N
-

白押∞
ω
j
∞h
H

一回目出回目一)。

(日

)
2
S
ω
C
(
E
H∞
ア
言
、
言
ロ
C

Z

A

∞・酎仲間
g
E・
E-

(
剖
)
〈

2
5四
-
S可日
=
0戸
市
品
目
・
白
骨
同
∞

H
1
E
N
一
〉
豆
何
回
戸
留
守
白
ロ

cz

H
U
-
E
F
日
k
p
.

(
臼
)
の
回
開
〉
〈
何
回

-
S可
否
ロ
。
宮
町
品
喝
mw

円
A
A

(
位
)
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
官
僚
が
議
会
指
向
で
あ
る
点
は
指
摘
さ
れ

て
よ
い
o

句

2

Z
目

』

2
2凹
C
Z
-

吋
〉
同
己
〉
亙
開
Z
叶
〉
Z
ロ
〉
ロ
Z
E
Z
↓同〉
jdcz

↓z
問
問
目
当
冨
〉
-
a
R
2
h
c
z
z
【
叶
叶
間
間
同
ゆ
品
目
1

白
日
・
同
門
円

ω∞
lHω
ゆ(]戸。。。

)

b

イギリス庶民涜における調査委員会制度 (2) 

第
三
款

歳
出
予
算
委
員
会

特
別
委
員
会
改
革
は
、
政
府
監
視
調
査
と
財
政
調
査
を
複
合
し
た
調
査

委
員
会
制
度
と
し
て
実
現
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
一
一
年
に
歳
出
予

(
幻
)

算
委
員
会
一
叩
庁
内
円
。
。
吉
岡
三
2
2
0
ロ
何
回
巳
自
民
何
回
・
向
山
由
江
田
高
丹
市
肺
門
リ
0
自
自
国
宮
内
)

が
設
置
さ
れ
が
。
こ
の
歳
出
予
算
委
員
会
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
を
含

む
一
九
一
四
年
か
ら
一
一
一
年
ま
で
の
問
と
第
二
次
世
界
大
戦
中
(
一
九
三

九
年
1
四
五
年
)
に
国
家
歳
出
委
員
会
窃
巳
巾

2
Pヨ
ヨ
去
5
2
Z
E
E
-

巳
明
星
g
E
Z『
巾
)
が
代
わ
り
に
設
置
さ
れ
た
他
、

一
九
七
一
年
に
歳
出
予

算
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
、
歳
出
委
員
会
(
宮
司
自
主

E
2
P自
ヨ
宮
内
)
に

改
組
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
命
脈
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。

設
置
当
時
、
歳
出
予
算
委
員
会
の
任
務
は
、
「
委
員
会
に
適
当
と
思
わ

(
伍
)

れ
る
本
院
に
提
出
さ
れ
た
歳
出
予
算
見
積
書
有
害
呂
田
宮
与
を
検
査
し
て
、

こ
れ
ら
の
歳
出
予
算
見
積
書
の
中
に
含
ま
れ
る
政
策
に
沿
っ
て
、
も
し
節

約
が
可
能
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
節
約
が
可
能
で
あ
る
か
を
報
告
す
る
L

(
印
)

こ
と
と
付
託
命
令
に
定
め
ら
れ
た
。
一
九
一
一
一
年
に
「
ど
の
よ
う
な
形
式

の
歳
出
予
算
見
積
書
が
検
査
の
た
め
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
意

(
灯
)

見
を
述
べ
る
」
こ
と
が
任
務
と
し
て
付
託
命
令
に
付
加
さ
れ
た
。
一
九
六

O
年
、
付
託
命
令
は
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
本
院

に
提
出
さ
れ
た
歳
出
予
算
見
積
書
の
う
ち
適
当
と
認
め
る
も
の
を
検
査
す

る
」
こ
と
、
②
「
こ
れ
ら
の
歳
出
予
算
見
積
書
の
中
に
含
ま
れ
る
政
策
を

よ
り
経
済
的
に
実
施
し
得
る
方
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
を
報
告

す
る
」
こ
と
、
③
「
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
会
計
年
度
の
歳
出
予
算

見
積
書
と
前
会
計
年
度
の
歳
出
予
算
見
積
書
と
の
主
な
相
違
点
、
及
び
、

本
院
に
対
す
る
歳
出
予
算
見
積
書
の
提
出
形
式
を
審
査
す
る
」
こ
と
が
、

(
∞
間
)

任
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。

付
託
命
令
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
歳
出
予
算
委
員
会
は
、
本
来
、
財
政

調
査
を
任
務
と
す
る
委
員
会
で
あ
り
、
「
政
策
」
を
調
査
す
る
こ
と
、
つ

(ω) 

ま
り
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

~ti:去44(6 ・38 1) 1793 
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な
ぜ
な
ら
、
政
府
監
視
は
、
政
府
・
与
党
と
反
対
党
の
対
決
を
通
じ
て
、

(
初
)

全
院
に
お
い
て
行
う
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
(
本
節
第
四
款
ニ

参
照
)
。

し
か
し
実
際
に
は
、
委
員
会
設
置
当
時
の
意
図
と
は
異
な
る
発
展
を
遂

げ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
そ
の
調
査
と
報
告
対
象
は
勢
い
政
策
に
及

ぶ
よ
う
に
な
り
、
歳
出
予
算
委
員
会
は
、
ど
の
程
度
能
率
的
に
政
府
の
政

(n) 

策
が
実
行
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
す
る
委
員
会
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
形
式
的
理
由
と
し
て
、
「
歳
出
予
算
見
積
書
」
の
意
味
が
必
ず

し
も
明
瞭
で
な
い
の
で
、
通
常
は
そ
れ
が
「
現
在
の
政
府
活
動
」
と
解
釈

(
刀
)

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
見
積
に
過
ぎ
な
い
が
故
に
、
歳

(
乃
)

出
予
算
見
積
書
自
体
が
財
政
調
査
の
手
段
と
し
て
不
適
切
で
あ
っ
た
。
実

質
的
理
由
と
し
て
は
、
政
策
を
実
行
す
る
行
政
組
織
が
能
率
的
か
否
か
、

そ
し
て
、
政
策
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
財
政
支
出
が
合
理
的
か
否
か
を
認

定
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
政
策
を
あ
る
程
度
調
査
対
象
と
せ
ざ
る
を
得

(
九
)

な
い
か
ら
で
あ
る
。

歳
出
予
算
委
員
会
は
以
下
の
権
限
を
有
す
る
。
①
証
人
召
喚
権
、
文
書

提
出
要
求
権
、
②
休
会
中
に
審
議
を
行
う
権
限
、
③
会
議
場
を
議
事
堂
外

に
移
す
権
限
、
④
議
院
に
随
時
報
告
す
る
権
限
、
⑤
小
委
員
会
を
設
置
す

る
権
限
、
⑤
小
委
員
会
が
収
集
し
た
証
拠
録
及
び
委
員
会
へ
の
小
委
員
会

(
市
)

の
報
告
を
議
院
に
随
時
報
告
す
る
権
限
。

歳
出
予
算
委
員
会
は
政
府
活
動
に
関
す
る
情
報
を
公
開
す
る
の
に
有
用

(
内
)

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

①
そ
の
役
割
が
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
付
託
命
令
が
制
限

的
で
あ
る
(
調
査
対
象
が
省
庁
の
歳
出
予
算
見
積
書
に
限
ら
れ
る
)
こ
と
、

③
小
委
員
会
が
省
庁
の
歳
出
予
算
に
対
す
る
体
系
的
監
視
を
避
け
る
傾
向

に
あ
る
こ
と
、
④
政
府
に
よ
っ
て
委
員
会
に
提
供
さ
れ
る
財
政
情
報
が
、

委
員
会
が
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
に
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
、
⑤
会

計
検
査
官

(PB事
『
D
-
Z
「
吉
弘
〉

E
5『の
2
2回
一
)
の
協
力
が
得
ら
れ
な

{η) 

い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
六
六
年
以
降
に
は
、
政
府
監
視
調
査
を

任
務
と
す
る
新
た
な
特
別
委
員
会
(
専
門
委
員
会
ぜ

2
E
E
P自
白
E
4

5
巾
)
が
設
置
さ
れ
た
(
本
章
第
二
節
第
一
款
三
(

a

)

参
照
)
。
こ
の
こ

と
は
、
歳
出
予
算
委
員
会
委
員
の
な
り
手
と
な
る
平
議
員
に
不
足
を
き
た

し
、
歳
出
予
算
委
員
会
と
専
門
委
員
会
と
の
聞
の
任
務
に
重
複
が
生
ず
る

原
因
と
な
っ
た
。
ま
た
、
①
歳
出
計
画
に
つ
い
て
の
政
府
調
査
機
関
で
あ

る
公
共
支
出
調
査
委
員
会

(Eu--n
何
回
宮

E
E
B
E
コミ
P
ヨヨ
5
2
)

が
発
達
し
た
こ
と
、
②
各
省
庁
が
提
出
し
て
い
た
歳
出
予
算
見
積
書
が
歳

出
白
書
(
何
与
g
E
Z足
当
E
Z
E胃
「
)
に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
も
歳
出

(
刊
日
)

予
算
委
員
会
改
革
を
促
し
た
。
一
九
六
九
年
、
議
事
手
続
委
員
会
は
歳
出

(
乃
)

予
算
委
員
会
の
改
組
を
勧
告
し
た
。
一
九
七
一
年
、
こ
の
勧
告
は
政
府
と

庶
民
院
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
歳
出
予
算
委
員
会
は
歳
出
委
員
会
に

北j去44(6・382)1794
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第
四
款

改
革
反
対
論

改
革
反
対
論

政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
導
入
と
い
う
主
張
は
、

一
九
五

0
年
代
後
半
に
な
る
と
平
議
員
や
学
説
の
聞
で
は
広
汎
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
。
ま
た
、
歳
出
予
算
委
員
会
は
政
府
監
視
を
目
的
と
す
る
調
査

(
初
)

活
動
の
実
績
を
重
ね
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
特
別
委
員
会
改
革
に
対
し
て

(
剖
)

は
、
モ
リ
ソ
ン

22σ
巾
ユ
玄
C

『ユ

g
ロ
)
、
パ
ト
ラ

l
{河
月
E
R
a
〉ロ印丹市ロ

(
幻
)

∞
E
Z「
)
と
い
っ
た
大
物
庶
民
院
議
員
が
反
対
し
て
い
た
。
反
対
の
理
由

と
し
て
、
モ
リ
ソ
ン
は
、
①
委
員
会
審
議
に
関
わ
る
仕
事
が
従
来
の
大
臣

の
仕
事
に
加
わ
る
こ
と
で
大
臣
の
体
が
も
た
な
い
こ
と
、
②
委
員
会
の
決

定
に
時
間
が
と
ら
れ
る
こ
と
で
行
政
と
立
法
が
遅
延
す
る
こ
と
、
③
与
党

対
野
党
と
い
う
議
院
の
対
立
構
造
を
阻
害
す
る
こ
と
、
④
大
臣
責
任
制
に

'

(

幻

)

反
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

最
も
強
力
な
反
対
論
は
庶
民
院
内
部
か
ら
唱
え
ら
れ
た
。
一
九
五
九
年
、

議
事
手
続
委
員
会
は
、
植
民
地
に
関
す
る
特
別
委
員
会
(
∞
巾
Z
2
P
B呂
田
寸

丹巾巾
C
口円

z
n
D
-
S
F冊
目
)
の
設
置
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
、
政
府
省

庁
を
所
管
す
る
調
査
委
員
会
の
設
置
を
拒
否
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
当
該

委
員
会
の
設
置
は
「
急
進
的
な
憲
法
改
革
」
で
あ
る
か
ら
、
寸
委
員
会
の

活
動
が
省
庁
に
関
わ
る
政
策
及
び
行
為
を
批
判
す
る
(
円

2
5印
巾
)
こ
と
よ

り
も
、
む
し
ろ
統
制
す
る

(gロ円
5
3
こ
と
を
目
的
と
す
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
少
し
の
疑
問
も
な
い
」
こ
と
、
②
当
該
委
員
会
が
「
議
院
自
体
が
決

し
て
行
便
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
権
能
を
纂
奪
す
る
で
あ
ろ
う
」
こ
と
、

つ
ま
り
、
「
庶
民
院
が
現
在
の
執
行
府
を
批
判
し
、
最
終
的
に
そ
の
信
任

を
撤
回
す
る
権
能
を
常
に
維
持
す
る
一
方
、
庶
民
院
は
い
か
な
る
執
行
権

も
纂
奪
し
な
い
よ
う
に
注
意
を
常
に
払
っ
て
き
た
」
旨
の
原
則
を
侵
害
す

(
斜
)

る
こ
と
を
議
事
手
続
委
員
会
は
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

北法44(6・384)1796

註(
別
)
歳
出
予
算
委
員
会
以
外
の
特
別
委
員
会
の
発
展
を
一
瞥
し
て
お

く
。
ア
ト
リ
!
(
口
市
ヨ

g
円
〉
三
巾
巾
)
労
働
党
政
権
の
下
、
多
く
の
公

益
事
業
が
国
営
化
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
大
臣
が
議
会
に
対
す
る
責

任
を
直
接
負
わ
な
い
国
営
企
業
の
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
、
一
九

五
六
年
か
ら
国
営
企
業
の
監
視
を
目
的
と
す
る
国
営
企
業
特
別
委

員
会
(
∞
己
巾
え
の

O
B
E
5
2
2
2
5
D
E
-
-∞邑

E
E印可
5
)
が
会
期

毎
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
営
企
業
特
別
委
員
会
に
つ

き
、
師
時
間

-
u
n
o
c吉
田

・

叶

Z
開
室
開
富
田
問
問
。
司

F国
「

Z

Z
開
Z
↓

〉

Z
ロ
叶
巴
開

〉
口
一
孟
同

Z
目
印
叶
国
〉

J
2
0
Z一
叶

Z
開

門

〉

印

開

。

司

∞

開

「

開

口

↓

(
U
O
Z
Z司
叶

開

問

。

z

Z
〉」
2
0
Z〉
巳
印
開
口
同

Z
巴
巴
印
4
国
間
的
(
]
{
句
。
。
)
噌
〉
円
。
「
即
・
九
語
、

3
H
口
C
仲
巾
品
叶
-
即
時
い

官
民
、
符
な
お
、
清
水
陸
「
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
公
社
に
対
す
る
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
六
三
巻
一
一
号
(
一
九
五
六
年
)



イギリス庶民院における調査委員会紙度 (2) 

五
一
頁
以
下
等
参
照
。

(
剖
)
モ
リ
ソ
ン
は
ア
ト
リ

l
政
権
下
で
院
内
総
務
・
外
務
大
臣
・
労

働
党
副
党
首
を
歴
任
し
た
。

(
回
)
パ
ト
ラ

l
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
(
者
ヨ
え
S

F

∞
h
F
E
R
E
-
-
3
、
ィ

l

デ
ン
(
〉
E
F
c
ミ

H
W

円
同
市
口
)
両
保
守
党
政
権
下
で
大
蔵
大
臣
を
歴
任

し
、
五
九
年
の
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
当
時
、

院
内
総
務
を
務
め
て
い
た
。

(回

)
y
h
g呂
田

o
z
-
g
H
q
B
E
g
s
-
田
仲
回
目
∞
ム
明
。
・

(
制
)
巴

-
n・
。
N

(
同

ω日
∞
t
町一

w)・
河
巾
匂

0
2
同
『

O
B
F巾
∞
己
巾

2
n
o
E
E
H
F
F円
内
向

。
ロ
可

3
2
E
5
-
E
E
-
A吋
・
な
お
、
同
報
告
書
に
関
す
る
説
明
や
当

時
の
議
事
手
続
委
員
会
の
動
向
に
つ
き
、
師
同
町
、
〉
・

2
司
〉

2
8
z
h昨

ロ
.
〈
.
要
望

5
z
-
3
2室
E
4
Z者
。

回

目

一

〉

P日
開
切
=
=
問
。
司
司
〉
国

戸
】
〉

Z
開

Z
↓
〉
国
司
同
U

問
。

n開
口
巴
国
間

ω凶
⑦

lω
品
]
{
(
〕
戸
句
。

N
)白

反
対
論
の
憲
法
的
含
意

五
九
年
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
問
題
で
あ

る
。
庶
民
院
の
内
部
で
、
特
別
委
員
会
改
革
に
対
す
る
支
持
が
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
議
事
手
続
の
実
効
的
改
革
に
あ
た
っ

て
は
特
別
委
員
会
を
活
用
す
る
こ
と
が
当
然
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
は

相
当
の
合
意
が
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
の
よ
う
な
根
本
的
変
革
が
一
般
に
受

(
釘
)

け
入
れ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
の
現
実
的
証
拠
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
報
告
書
の
中
に
は
重
要
な
憲
法
的
合
意
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
導
入
を
考
え

る
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
憲
法
モ
デ
ル
と
特
別
委
員
会
に
よ
る
政
府

監
視
調
査
に
対
す
る
評
価
と
の
閣
係
で
あ
る
。
特
別
委
員
会
改
草
論
は
庶

民
院
が
有
す
る
執
行
府
統
制
機
能
の
回
復
を
眼
目
と
す
る
。
つ
ま
り
、
政

府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
は
、
議
会
に
対
す
る
政
府
や
大

臣
の
「
責
任
」
を
確
保
す
る
手
段
と
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方
、
モ
リ
ソ
ン

の
よ
う
に
、
「
責
任
内
閣
制
」
を
特
別
委
員
会
改
革
に
対
す
る
反
対
理
由

と
し
て
挙
げ
る
者
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
が
庶
民
院
全
体
に
責
任
を

(
前
)

負
う
が
故
に
、
庶
民
院
に
対
す
る
内
閣
や
大
臣
の
責
任
を
分
割
し
か
ね
な

い
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
は
不
要
と
さ

(
田
町
)

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
に
関
し
て
、
次
の
二
点
が
留
意
さ
れ
る
。
第

一
に
、
「
責
任
内
閣
制
」
が
語
ら
れ
る
際
に
前
提
と
さ
れ
る
憲
法
モ
デ
ル

の
相
違
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
ず
る
の
は
、
二
十
世
紀
イ
ギ
リ

ス
憲
法
に
お
い
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
・
モ
デ
ル

北法44(6・385)1797

と
い
う
二
つ
の
憲
法
モ
デ
ル
が
折
衷
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
責
任

内
閣
制
」
に
関
し
て
は
、
内
閣
や
大
臣
が
議
会
に
対
し
て
「
責
任
を
負
う
」

と
い
う
点
で
は
、
商
モ
デ
ル
と
も
に
見
解
の
一
致
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど

の
事
項
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
紙
度
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
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「
責
任
を
負
う
」
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
モ
デ
ル
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た

(
U
a
)
 

理
解
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
特
別
委
員
会
改
革
論
は
、
そ
の
起
源
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
五
九
年
報
告
書
の
指
摘
は
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
を
前
提
と

(∞∞) 

し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ホ

i
ル
・
モ
デ
ル
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
既
に

(
鈎
)

述
べ
た
通
り
(
第
二
章
第
二
節
第
二
款
)
、
「
責
任
内
閣
制
」
の
下
、
内
閣

が
庶
民
院
の
信
任
を
得
て
い
る
限
り
、
大
臣
が
掌
理
す
る
省
庁
の
執
行
権

行
使
に
つ
き
裁
量
が
大
臣
に
大
き
く
認
め
ら
れ
る
。
五
九
年
報
告
書
が
「
権

(ω) 

力
分
立
理
論
の
独
特
の
厳
格
な
解
釈
」
を
援
用
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
具

体
的
に
は
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・

モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
限
り
、
全
院
に
お
け
る
質
問
や
延
会
討
議
な
ど
と

い
っ
た
既
存
の
制
度
の
他
に
、
執
行
府
の
統
制
を
目
的
と
す
る
制
度
は
不

要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
前
提
と
す
る
憲
法
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、

「
責
任
内
隔
制
」
と
い
う
同
じ
憲
法
原
則
(
習
律
)
を
援
用
し
な
が
ら
も

特
別
委
員
会
に
よ
る
政
府
監
視
調
査
に
対
す
る
評
価
が
異
な
る
の
で
あ

る。
第
二
に
、
反
対
論
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
二
大
政
党
制
が
影
響
し
て

い
る
。
二
大
政
党
制
の
定
着
に
よ
っ
て
、
有
権
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た

政
府
は
「
全
て
の
決
定
に
つ
い
て
明
確
な
責
任
を
負
う
強
い
政
府
」
で
あ

る
こ
と
が
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
制
度
に
お
け
る
主
要
原
則
と
し
て
承
認

(
引
)

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
政
府
・
与
党
対
反
対
党

(
0
3
8
E
C
P
野
党
第
一
党
)
と
い
う
対
決
す
る
こ
大
政
党
が
前
提
と
な

る
。
つ
ま
り
、
次
の
総
選
挙
に
お
け
る
政
権
奪
取
を
目
指
し
て
、
反
対
党

が
全
院
に
お
い
て
政
府
の
政
策
と
活
動
を
批
判
す
る
こ
と
が
、
政
府
に
対

(
幻
)

す
る
議
会
の
統
制
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
リ
ソ
ン
よ
う
な
、
責
任

は
あ
く
ま
で
全
院
と
政
府
に
集
中
す
べ
し
と
の
寸
責
任
内
閣
制
」
観
が
導

か
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
点
は
、
特
別
委
員
会
改
革
の
支
持
者
も
所
与
の
統
治
構
造
を

前
提
と
し
て
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
導
入
を
主
張

す
る
だ
け
に
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
別
委
員
会
改
革

を
評
価
す
る
際
、
前
提
と
な
る
憲
法
モ
デ
ル
に
関
し
て
二
つ
の
モ
デ
ル
が

存
在
し
、
特
別
委
員
会
の
改
革
に
つ
き
、
ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
を
採
用
す
る

か
に
つ
い
て
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
、
二
つ
の
憲
法
モ
デ
ル
の

問
の
バ
ラ
ン
ス
を
い
か
に
と
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で

あ
る
。註(

部
)
出
〉

z
m
o
z
h昨
巧

同

回

開

ZE-
言
、
白
ロ

C
Z
∞
少
白
押

ω
土
・
例
え
ば
、
当

時
の
庶
民
院
事
務
総
長
(
口
市
長
。
ご

Z
E
0
5巾
)
で
あ
る
フ
エ
ロ
ウ

ズ

(mH『

E
唱
即

E
F
=。
5)
は
、
植
民
地
問
題
に
関
す
る
合
同
委



イギリス庶民院における調査委員会制度 (2)

員
会
、
国
防
予
算
を
監
視
す
る
委
員
会
の
設
置
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
、
報
告
書
に
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
労
働
党
所
属
の
委
員
六

名
(
当
該
議
事
手
続
委
員
会
の
定
員
は
一
六
名
)
が
反
対
票
を
投

じ
て
い
る
。

(部

)
Z
S呂田cz-
話
可
巴
ロ

O
R
S
-巳
同
日
ゅ
・

(
訂
)
切
『

aE-言、
s
g
R
印
∞
・
巳
叶
。
ー
コ

(
U
a
)
の
玄
白
『
∞

Z
-
7
5
3
S
E』
』
宮
古
ま
ま
位
台

ω
品
旬
。
「
・

0
・

N

印。・由同
N

印、吋
(
]
F
m
w

。
ω)

(
∞
∞
)
〉
・
国
∞
回
目
ロ
z-
、『
Z

開
∞
ヨ
ゴ
印
Z
ω
J
へ∞↓

g-O司
。
。
〈
何
回
Z
Z
開Z
J
「
N
斗
(
め
号

巾己・]戸市
w

∞
ω)・

(
却
)
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
(
一
九
九
四
年
)
一
二
七
七
頁
以

下
参
照
。

(
卯
)
』
C

吉
田

g-
室
、
埼
白
口
。
Z
叶C
-

白
円
台
。
・

(
引
)
玄

R
5
2
0
2・富市
S
E
R
-
m
v岨
巳
に
ム
印
・
キ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
、

イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
根
底
に
あ
る
原
則
を
「
国
民
代
表
機
関
を
通
じ

た
人
民
の
統
制
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
る
強
い
政
府
」
と

述
べ
る

(P昌
司

5
P
話
可
。

g
z
ミ-担門
N

印)。

(
位
)
』

EZHzge
留
守
白
ロ
C
丹
市

N
0
・巳

5
1
5・2
N
-

第
二
節

現
代
的
国
政
調
査
の
発
展

第

款

特
別
委
員
会
の
「
復
活
」

|
|
ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
|
|

一
改
革
の
背
景

政
府
省
庁
に
対
応
し
た
構
成
を
と
り
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る

特
別
委
員
会
の
導
入
と
い
う
主
張
は
、
一
九
三

0
年
代
以
降
、
平
議
員
を

中
心
と
す
る
庶
民
院
議
員
の
間
で
、
そ
し
て
、
学
説
に
お
い
て
も
、
有
力

な
見
解
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
逆
に
、
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活

(
幻
)

動
は
衰
退
し
て
い
た
(
古
典
的
国
政
調
査
の
衰
退
)
。
つ
ま
り
、
調
査
を

任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
数
は
一
九
三

0
年
代
か
ら
五

0
年
代
に

(
鈍
)

か
け
て
減
少
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六

0
年
代
に
な
る
と
こ
の
状
況
が

一
変
す
る
。
そ
の
契
機
は
、
一
九
六
六
年
、
当
時
の
労
働
党
庶
民
院

、a
a
τ
J

{
Q
d
a

】

内
総
務
(
戸

2ι
巾
『
。
ご
宮
田

2
2
0同

(
U
O
B
B
C
ロ
印
)
だ
っ
た
ク
ロ
ス
マ
ン
(
勾

戸
∞
-
ゎ

2
8呂
田
口
)
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
「
ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
」
で
あ
る
。

こ
の
改
革
以
後
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
が

(
釘
)

著
し
く
増
加
し
、
特
別
委
員
会
の
「
有
意
義
な
復
活
」
と
い
う
現
象
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(%) 

こ
の
特
別
委
員
会
の
「
復
活
」
の
背
景
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

北j去44(6・387)1799



研究ノート

第
一
に
、
一
九
六

0
年
代
に
入
り
、
イ
ギ
リ
ス
お
い
て
経
済
活
動
に
対
す

る
懸
念
が
広
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
英
国
病
」
に
対
す
る
懸
念
で
あ
る
。

こ
の
「
英
国
病
」
に
対
す
る
救
済
を
探
求
す
る
う
ち
、
統
治
機
構
を
改
革

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
改
革
が
イ
ギ
リ
ス
の
国
運
を
転
換
す
る

鍵
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
急
速
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
確

信
は
世
論
に
影
響
を
与
え
得
る
専
門
家
集
団
に
浸
透
し
、
他
の
制
度
改
革

と
同
じ
く
、
庶
民
院
改
革
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
一
九
六
四
六
六
年
議
会
期
か
ら
六
六
|
七

O
年
議
会
期
の
聞
に
、

議
員
の
世
代
交
代
が
進
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
庶
民
院
の
中
に
は
以
前
よ
り

も
特
別
委
員
会
改
革
に
好
意
を
よ
せ
る
議
員
が
多
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

新
議
員
の
多
く
は
教
師
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
の
専
門
職
の
出
身
者
で
あ

り
、
議
会
研
究
グ
ル
ー
プ

(ωZ身
え

E
「-
E
B
S

件。
g
z司
)
な
ど
が
主
張

す
る
議
会
制
度
改
革
論
に
直
接
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
世
代

交
代
の
結
果
、
庶
民
院
の
衰
退
と
い
う
危
機
意
識
が
ほ
ぼ
全
て
の
平
議
員

と
議
会
研
究
者
と
の
聞
で
共
有
さ
れ
た
。
こ
の
危
機
意
識
に
よ
っ
て
、
執

行
府
を
統
制
で
き
る
国
民
代
表
機
関
と
し
て
の
議
会
を
強
化
す
る
た
め
に

何
か
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
両
者
が
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
四
に
、
当
時
の
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
改
革
の
気
風
を
政
府
も
ま
た
十
分

に
認
識
し
、
ま
た
、
改
革
を
求
め
る
平
議
員
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
も
必

要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六

0
年
代
の
特
別
委
員
会
改
革
を
語
る
上
で
議
会
研
究
グ
ル
ー
プ

の
影
響
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
一
九
六
四

年
初
頭
に
学
者
と
議
院
書
記
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
、
議
会
改
革
支
持

(
幻
)

者
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
。
特
に
、
議
会
研
究
グ
ル
ー
プ
設
立
者
の
一

人
で
あ
る
ク
リ
ッ
ク

(
F
E向島

P
E
C
が
著
し
た
『
議
会
の
改
革
(
丹

Z

F
F『g
え

E
ユS
B
2
5
』
は
庶
民
院
内
外
に
お
い
て
絶
大
な
注
目
を
集

(
川
町
)

め
た
。
ク
リ
ッ
ク
は
、
こ
の
著
作
の
中
で
、
議
会
の
執
行
府
に
対
す
る
「
統

制
(
円
。
ロ
可
C
C
」
は
、
政
府
提
出
法
案
を
廃
案
に
し
た
り
、
内
閣
を
不
信

任
す
る
と
い
っ
た
直
接
的
な
権
能
行
使
で
は
な
く
、
間
接
的
な
権
能
行
使
、

つ
ま
り
執
行
府
に
対
す
る
影
響

(
5
2
5完
巾
)
・
助
言
(
白
血
三
円
巾
)
・
批
判

(
円
『
庄
三
回
目
)
・
公
開
(
℃

5
-
5
q
)
で
あ
る
と
定
義
し
た

(
U
J
3
)
。
そ
こ
で
、

執
行
府
に
指
揮
命
令
す
る
こ
と
な
く
、
執
行
府
を
有
効
か
っ
間
接
的
に
統

制
で
き
る
機
関
と
し
て
特
別
委
員
会
を
挙
げ
、
そ
の
活
用
を
主
張
し
た
の

で
あ
る
(
℃
℃

m
M
m
w
t
m
v
g

。

北法44(6・388)1800

ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
前
夜
の
特
別
委
員
会
改
革
論
は
、
議
会
研
究
グ
ル
ー

プ
が
一
九
六
四
年
議
事
手
続
委
員
会
に
提
出
し
た
上
申
書
に
集
大
成
さ
れ

(
鈎
)

て
い
る
。
こ
の
上
申
書
に
お
け
る
議
会
に
よ
る
執
行
府
に
対
す
る
統
制
の

定
義
も
ク
リ
ッ
ク
説
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
議
会
の
統
制
』

は
、
庶
民
院
に
お
け
る
政
府
の
倒
閣
の
み
な
ら
ず
、
政
府
に
影
響
を
及
ぼ

し
、
か
っ
、
有
権
者
に
情
報
提
供
す
る
過
程
を
も
長
い
間
意
味
し
て
き
た
」



イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

と
す
る
(
U
Z
N
)

。
さ
ら
に
、
「
行
政
を
監
視
す
る
た
め
、
実
際
に
は
政

策
事
項
を
討
議
す
る
た
め
に
議
会
に
現
存
す
る
方
法
に
お
け
る
主
な
弱
点

は
、
行
政
に
つ
い
て
の
詳
細
な
批
判
、
ま
た
は
、
情
報
を
得
た
上
で
の
政

策
論
議
に
不
可
欠
な
背
景
的
事
実
と
理
解
を
得
る
能
力
が
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た
(
宮
『
m
F
N
H
)

。
し
た
が
っ
て
、
議
会
・

の
執
行
府
統
制
と
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
関
係
に
つ
き
、
「
行
政
の

運
用
と
政
府
の
活
動
と
に
関
し
て
、
庶
民
院
が
正
し
く
判
断
す
る
た
め
に

は
、
何
ら
か
の
調
査
の
過
程
が
必
要
で
あ
る
」
(
宮

E
・
5)
こ
と
か
ら
、

①
歳
出
予
算
委
員
会
の
小
委
員
会
を
以
前
よ
り
も
活
用
し
、
か
っ
、
調
査

対
象
を
専
門
分
化
す
る
こ
と
、
②
一
定
の
行
政
分
野
に
つ
い
て
政
府
の
活

動
を
監
視
す
る
専
門
委
員
会
(
印
宮
己
巳
互
の
C
呂
田
田
宮
市
)
な
る
調
査
委
員
会

を
設
置
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
(
宮
E

N

H

)

。

註(
回
)
]
。

F
E
E
-
話
可
。

=
D
Z
斗
。
唱
え
立
。

(
悦
)
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]

(
印
)
参
照
。

(
M
a
)
院
内
総
務
は
、
慣
行
に
基
づ
き
、
首
相
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

る
役
職
で
あ
る
が
、
通
常
、
無
任
所
大
臣
ポ
ス
ト
を
兼
任
し
、
「
議

院
担
当
閣
内
相
」
と
で
も
一
言
う
べ
き
地
位
を
保
持
し
て
い
る
。
そ

の
主
な
任
務
は
、
院
内
幹
事
の
上
に
立
ち
、
議
事
日
程
を
調
整
す

一
二
七
六
頁
註

る
こ
と
、
及
び
、
議
事
手
続
の
管
理
で
あ
る
。
炉
、

zz-え
M
E

(何

)
U
2
4
2予
言
、
建
白

g
z
a
-
巳
ニ
斗
・

(

M

m

)

'

同時間
]
D
吉
田
。
ロ

egh司E
E
O
Z

叶
。
-
巳
品
。
。
ム

2

(
町
)
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
議
会
研
究
グ
ル
ー
プ
を
「
思
慮
深
い
圧
力
団
体
」

と
表
現
し
て
い
る
(
注
目
門
品
。
一
N
)
。

(
m
m
)

∞

(VEnR-
、『
Z

開
河
開
司
。
E
A
O
司
苛
〉
田
口
〉
富
田
，
弓
(
同
句
。
品
一

N
島市内同
E

5
2
)
〔
以
下
ア
メ
リ
カ
版
(
〉
ロ

n
F
R
∞
S
F
5
2
)
に
準
拠
〕
・

ク
リ
ソ
ク
の
著
作
に
対
す
る
注
目
の
大
き
さ
は
、
当
時
公
表
さ
れ

た
多
数
の
書
評
に
窺
え
る
。
六
五
年
ま
で
に
一
一
一
も
の
書
評
が
公

表
さ
れ
て
い
る
。
-
同
定
〉
・
∞

R
r
q
-
可
。
三
草
書
室
町
Bq'同
町
訟
と
な

HMWE

E-kA
尽
き
。
h
g豆、
B
S
K
D
著書
2
H
F
ω
。
ョ
「
・

ρ

ω

2
・同門

ω
巴

(Sag-
な
お
、
ク
リ
ッ
ク
の
所
説
の
簡
明
な
説
明
と
し
て
、
山
口

二
郎
・
一
党
支
配
体
制
の
崩
壊
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
九
年
)
一

O
一
l
一
O
五
頁
参
照
。

(
川
町
)
図
。

ω
。
ω
(
H
m
wめ
k
F
l

。
3
・司
D
Z
Z
E
河巾句。
2
p
o
g
円宮市

ω己巾円円

。
。
ョ
ヨ
芹
門
巾
巾
。
ロ
ヲ
・
0
円巾己巴『タ〉円)同}巾ロ乱
-
H
N
・
玄
吊
目
。
『
阿
世
田
門
E
B
U〕『

ZM
巾∞門戸同【同一可
D

『司白『
-
E宮
市
ロ
円
。
『
。
ロ
H

U

(

国門司同
)
]
{
ω
H
H
品
N
)
'

一
九
六
五
年
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書

」
九
六
五
年
、
議
事
手
続
委
員
会
は
第
四
次
報
告
書
を
議
院
に
提
出

(
則
)

し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
執
行
府
の
活
動
に
つ
い
て
の
知
識
の
不
足
が

(
削
)

庶
民
院
の
主
要
な
弱
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
だ
っ
た
。
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研究ノート

ま
ず
、
議
事
手
続
委
員
会
は
「
議
会
改
革
の
主
要
な
目
的
は
討
議
す
る
場

左
岳
民
百
四
円
宮
即
日
宮
『
)
と
し
て
の
庶
民
院
の
能
率
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
信
す
る
」
と
述
べ
た
な
白

z
g。
続
け
て
、

「
争
い
の
あ
る
問
題
に
関
す
る
討
議
に
参
加
す
る
際
、
背
景
と
な
る
必
要

知
識
を
以
て
議
員
が
武
装
で
き
る
よ
う
に
、
政
府
省
庁
が
責
任
を
果
た
す

方
法
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
情
報
が
議
員
に
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
結
論
に
本
委
員
会
は
達
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
庶
民
院
が
行
政
を

監
視
す
る
、
よ
り
能
率
的
な
制
度
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
」

(
H
E
t
-
)
。

そ
の
上
で
、
「
国
家
の
省
庁
が
〔
庶
民
院
に
対
す
る
〕
責
任
を
ど
の
よ
う

に
果
た
し
て
い
る
か
を
調
査
し
、
省
庁
の
歳
出
予
算
見
積
書
と
報
告
書
を

審
査
す
る
」
た
め
に
新
た
な
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
べ
き
旨
を
勧
告
し
た

の
で
あ
る
(
宮
『
回
・
同
(
}
)
。

こ
の
報
告
書
は
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
を

勧
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
り
、
庶
民
院
は
、
特
別
委
員
会
に
よ

る
政
府
監
視
調
査
に
つ
い
て
の
態
度
を
初
め
て
公
式
に
変
更
し
た
の
で
あ

る。
鮭(

削
)
国
・
。
・

ω
。
ω
(
]石
。
品
1

め
印
)
-
司
ロ
ロ
ユ
『
河
巾
U
C
ユ
『
『
。
百
件
F
m

∞己巾円円

【

U
o
g呂田門丹市内。ロ
H
V

『C
門司色ロ吋巾・

肌
)
者
〉

Ehw
∞
吉
田

E
4・富市
3
5
Z
A
P
巳
N

。。
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ク
ロ
ス
マ
ン
改
革

(

a

)

専
門
委
員
会
の
設
置

一
九
六
六
年
二
一
月
、
六
五
年
の
議
事
手
続
委
員
会
第
四
次
報
告
書
を

受
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
専
門
委
員
会
(
∞
宮
門
戸
田

-zno自ヨ
5
2
)
」
が
設
置

さ
れ
た
。
「
ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
省

庁
活
動
の
監
視
を
目
的
と
し
て
調
査
す
る
「
省
庁
別
委
員
会
」
と
し
て
、

農
漁
業
食
糧
省

(ZEE-可
え
〉
匂
F
E
R
E
「
少
司
Z
F
3
8
白
E
E
a
)
に

対
応
す
る
農
業
委
員
会
(
∞
巴
巾
円
円
。

O
B
E円円
2

8
〉
岡
江
町
三
宮
『
巾
)
が
設
置

さ
れ
、
二
疋
の
主
題
に
関
し
て
調
査
を
行
う
「
主
題
別
委
員
会
」
と
し
て
、

科
学
技
術
委
員
会

3
2
2
2
E品
t
n
F
S
Z匂

p
gヨ
宮
市
内
)
が
設
置
さ

(
閉
山
)

れ
た
の
で
あ
る
。

ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
が
行
わ
れ
た
背
景
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
一
般
的
背

景
(
本
款
一
参
照
)
の
他
、
ク
ロ
ス
マ
ン
自
身
が
「
改
革
心
に
溢
れ
る
」

院
内
総
務
で
あ
っ
た
と
い
う
個
人
的
影
響
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て

(
問
)

い
る
。
ク
ロ
ス
マ
ン
は
労
働
党
を
代
表
す
る
理
論
家
の
一
人
で
あ
る
と
と

(
肌
)

も
に
、
首
相
統
治
制
を
主
張
す
る
有
力
な
政
治
学
者
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
。
ク
ロ
ス
マ
ン
の
経
歴
か
ら
見
て
、
彼
が
政
府
監
視

調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
導
入
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は



イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

(m) 

当
然
と
も
言
え
る
。

専
門
委
員
会
の
目
的
は
、
執
行
府
が
議
会
に
対
す
る
責
任
を
以
前
よ
り

も
十
分
に
巣
た
す
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
従
来
は
完

全
に
政
府
内
に
留
ま
っ
て
い
た
種
類
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て

主
に
実
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
①
実
際
に
政
府
の
決
定
が
な
さ
れ
る
以
前

に
、
政
策
に
直
接
関
係
の
あ
る
質
問
を
特
別
委
員
会
委
員
が
行
う
こ
と
、

②
結
果
と
し
て
、
政
府
活
動
の
特
定
の
分
野
に
つ
い
て
の
多
く
の
知
識
と

経
験
を
有
す
る
議
員
か
ら
な
る
機
関
を
庶
民
院
内
に
作
り
上
げ
る
こ
と
が

(m) 

専
門
委
員
会
に
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
町
)

ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
は
実
験
的
性
格
を
持
つ
改
革
と
さ
れ
た
。
特
に
、
農

業
委
員
会
が
政
府
に
批
判
的
な
調
査
活
動
を
遂
行
す
る
に
し
た
が
い
、
改

革
の
実
験
的
性
格
が
強
調
さ
れ
た
。
結
局
、
農
業
委
員
会
は
調
査
の
批
判

(
鵬
)

的
性
格
が
政
府
の
反
感
を
買
い
、
一
九
六
九
年
二
月
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ

の
問
、
政
府
は
農
業
委
員
会
の
報
告
書
に
一
つ
も
応
答
し
な
か
っ
た
。
一

方
、
科
学
技
術
委
員
会
は
一
九
七
九
年
に
省
庁
別
委
員
会

3
8
R
g
m
P

Er-巾2
わ
D
自
自
国
昨
丹
市
冊
目
)
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
農
業
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
を
契
機
と
し
て
、

専
門
委
員
会
が
続
々
と
設
置
さ
れ
た
。
一
九
六
八
年
、
主
題
別
委
員
会
と

し
て
人
種
関
係
移
民
委
員
会

(ω
号
2
E
g
g
-円
R
m
s
-
U
2
F
E
g門戸田

宮
品
目
昌
吉
岡
『
巳
百
三
、
教
育
科
学
省

(
0
3
R
5
2伴
え

E
z
g
z
g
E
ι

∞
門
戸
市
ロ
円
巾
)
を
所
管
す
る
省
庁
別
委
員
会
と
し
て
教
育
科
学
委
員
会

(ω
己
完
円

。。

g
E円
丹
市
巾
自
開
門
由
民
主
5
ロ

E
ι
W
Z
R
S
が
設
置
さ
れ
た
。
一
九
六
九

年
、
海
外
援
助
開
発
省

(
0
4
R
5
2
2問。〈巾『印
g
凹
〉
広
田
口
品
。

2
己
与
・

目

g
c
を
所
管
す
る
省
庁
別
委
員
会
と
し
て
海
外
援
助
開
発
委
員
会

(ω
己
2
Z
U
O
B
E門丹市巾。ロ
O
〈
巾
吋
田
市
即
日
〉
正
自
己

02mT}司
B
g
c
、
及
び
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
関
す
る
全
官
庁
の
活
動
を
調
査
す
る
委
員
会
と
し

て

、

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

委

員

会

(ω
巾
Z
2
(
U
Oヨヨ
5
2
2
p
q丹江田
F

(
瑚
)

〉
同
町
田
可
凶
)
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註(即
)

H

H

4

同

n
o
z
)・
2
-
M
'
A山
H

H

∞]
F
N
(
H
K
H
口

市

円

'
H
A
W
め
⑦
)
・

(
朋
)
(
い
・

4
巴
宅
-z-

∞国司】印
Z
C
O
〈開国
Z
Z
開
Z
↓
〉
Z
ロ
4
Z
開
。
。
Z
印4
2
c
↓
5
z
-

叶
開
同
タ
(
い
〉
印
何
回
〉
Z
E

玄〉↓同国【〉
F

印
品
。
ω
(
N
弘
司
己
]
戸
市
w
m
w
(
)
)

(
山
)
的
内
向
河
田
∞
・

9
D
E
ヨ白
p
.宮
町
、
。
雪
町
立
言
.
円
。
巧
〉
口
何
回
切
〉

gt

Z04-m
↓Z
同
開
Z
口口出
z
n
o
z
回、コ」『巴
4
5
Z
(
]戸川山小品)

(
問
)
ク
ロ
ス
マ
ン
の
経
歴
に
つ
き
、

R
-
H
・

s-
ク
ロ
ス
マ
ン
(
小

松
春
雄
訳
)
・
政
府
と
人
民
(
岩
波
書
庖
・
一
九
五
五
年
)
三

O
五

頁
以
下
〔
訳
者
の
あ
と
が
き
〕
、
河
合
秀
和
「
ク
ロ
ス
マ
ン
の
『
憲

政
論
』
論
」
世
界
の
名
著

η
(中
央
公
論
社
・
一
九
八

O
年
)
付

録
臼
等
参
照
。
な
お
、
彼
の
死
後
、
『
閣
内
大
臣
の
日
記
』
(
周
回
・

∞・ハリ目。凹印
V
-
2
-

↓Z岡
山

U
Z国
呂
田
。
司
〉
わ
〉
回
目
Z
E，
冨
2
5
J『何回
f

N

〈
D
Z
a

北法44(6・391)1803 



研究ノート

{
同
句
、
日
一
)
と
題
す
る
日
記
が
刊
行
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
内
閣

統
治
制
に
関
す
る
一
級
資
料
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

(
瑚
)
0・

mEm---
何
一
軍
君
主
主
む
な
門
町
内
き
さ
寺
町
F
N
ω
F国
「
〉
司
-

ω
∞。(]戸市
V
J可

C
)
・

(

即

)

」

5
・
包

ω∞
}

(
瑚
)
農
業
委
員
会
の
調
査
活
動
に
つ
き
、
師
、
三
U

H
，
a
H
ν
D
U
E
g
除
。
・

。3
2同
『
曲
師
少

M
-
P
ぬ
勾
号
白
書
弘
、
室
内
な
草
加
久
町
を
む
な
門
町
内
U
S
S
書札口町内

室
、
芯
豆
町
ミ
S
3・
仏
∞
司
己
目
・
〉
ロ
・
同
ω
叶1
H

E

(

同句、吋。)

(
瑚
)
め
町
内

ωr---
留
守
白
ロ

O
R
E
P
民

ω
∞ケ
ω
∞ω・

(
b
)
特
別
委
員
会
の
権
限
の
拡
大

ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
を
通
じ
て
、
特
別
委
員
会
に
授
権
さ
れ
る
権
限
も
改

(
山
)

草
さ
れ
、
特
別
委
員
会
制
度
が
強
化
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
専
門
助

言
者

(ω
℃

RE--己
〉
号
回
目
巾
『
)
を
任
命
す
る
権
限
、
②
調
査
の
た
め
に
海
外

(
山
)

出
張
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
た
。
前
者
は
、
政
府
の
政
策
や
活
動
の
監
視

を
目
的
と
し
て
調
査
活
動
を
行
う
場
合
、
政
府
の
政
策
や
活
動
の
複
雑
性

に
鑑
み
て
、
専
門
家
に
よ
る
助
言
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
の
能
率

が
向
上
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
委
員
会
に
付
与
さ
れ

た
権
限
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
権
限
は
、
政
府
の
対
外
活
動
拡
大
に
対

処
す
る
こ
と
で
、
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
を
実
効
的
に
す
る
手
段
と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

註(
国
)
川
町
2
7
A
'

句
担
邑
ロ
明
言
戸
、
恒
三
札
白
書
室
宮
ミ
む
著
書
公
雪
印
U

河内町

S
H
F
-

同占目。可華町
S
H
F
N
ω

句
〉
田
「
〉
司
司
・

ωめ
A
T
白
丹

ω
∞叶
tω
斗
ω(]{
匂叶
C
Y
-
ハ・

回目
hg印
Z
〉g
h
v
U
M》目安口・司
hr田口〉冨開
Z
4

〉Z
O

ハU
C
Z
口出何回目
N
H
⑦(吋司〈

h

F

=
℃
【
同
M
W
C
M
島
巾
己
・

]
F

匂∞]{)

(
山
)
第
一
章
第
一
節
第
二
款
四
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
〔
一

九
九
四
年
]
一
二
四
六
頁
註
(
お
)
)
参
照
。

北法44(6・392)1804

第
二
款

一
九
七

0
年
代
の
調
査
特
別
委
員
会

状
況

ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
を
は
じ
め
と
す
る
一
九
六

0
年
代
の
特
別
委
員
会
改

革
は
一
九
七

0
年
代
に
引
き
継
が
れ
た
。
一
九
六
九
年
、
議
事
手
続
委
員

会
は
『
公
共
支
出
と
行
政
の
精
査
』
と
題
す
る
報
告
書
を
庶
民
院
に
提
出

(
山
)

し
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
歳
出
と
行
政
の
監
視
制
度
を
め
ぐ
る
技
術
的
問

題
を
調
査
対
象
と
し
て
勧
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
歳
出
予
算
委
員
会
に
代

わ
っ
て
歳
出
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
主
に
勧
告
し
た

e
R
8・

ω
N
ム
斗
)
。
そ
し
て
、
「
も
し
、
〔
歳
出
と
行
政
に
つ
い
て
の
監
視
と
い
う
〕



こ
の
領
域
に
お
け
る
適
当
な
影
響
を
庶
民
院
が
発
展
さ
せ
る
べ
き
な
ら

ば
、
〔
本
報
告
書
の
中
で
〕
提
案
さ
れ
た
手
続
変
更
に
つ
い
て
の
主
要
点

に
遅
滞
な
く
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
本
委
員
会
は
考
え
る
」
(
宮
『
白
色
)

と
述
べ
て
報
告
書
を
締
め
く
く
り
、
特
別
委
員
会
改
革
を
継
続
す
る
姿
勢

を
明
ら
か
に
し
た
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

一
九
七

O
年
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
(
出
向
。
一
品
名
己
目
。
ロ
)
労
働
党
政
権
か
ら
交

代
し
た
ヒ

l
ス
(
何

?
E『
品
田
市
主
『
)
保
守
党
政
権
は
、
政
府
監
視
調
査
を

任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
発
展
を
基
本
的
に
容
認
す
る
態
度
を
示

(
出
)

し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
特
別
委
員
会
が
:
:
:
議
会
に
対
す
る
大
臣
の
責

任
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
、
ま
た
は
、
本
会
議
場
で
の
議
事
手
続
の
重
要

性
を
減
ず
る
こ
と
の
な
い
有
効
な
監
視
制
度
と
な
っ
て
い
る
」
と
し

(宮『回
-
N
S
、
②
特
別
委
員
会
の
発
展
に
よ
っ
て
生
ず
る
、
議
事
日
程
へ

の
圧
迫
の
増
大
と
統
治
過
程
の
機
密
維
持
に
関
す
る
争
い
の
増
加
は
、

「
議
会
制
度
を
有
意
義
に
強
化
す
る
た
め
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
当
然
の
対

価
で
あ
る
」
U

貝
宮

Z
N
gを
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

(
凶
)

一
九
七
一
年
、
六
九
年
報
告
書
の
勧
告
に
基
本
的
に
し
た
が
い
、
歳
出

予
算
委
員
会
が
廃
止
、
歳
出
委
員
会
(
何
回
匂

E
E
z
n
D
E
B
-円
宮
市
)
に
改
組

(
郎
)

さ
れ
た
。
歳
出
委
員
会
の
任
務
は
、
「
本
院
に
提
出
さ
れ
た
公
共
支
出
に

関
す
る
文
書
及
ぴ
委
員
会
審
査
に
適
当
と
認
め
得
る
歳
出
予
算
見
積
書
を

検
査
す
る
こ
と
、
特
に
、
可
能
な
ら
ば
、
歳
出
金
額
や
歳
出
見
積
書
の
中

に
示
さ
れ
た
政
策
が
よ
り
経
済
的
に
実
施
し
得
る
方
法
を
審
査
す
る
こ

と
、
並
び
に
、
本
院
に
提
出
さ
れ
た
文
書
及
び
歳
出
予
算
見
積
書
の
形
式

(
凶
)

を
調
査
す
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
歳
出
予
算
委
員
会
よ

り
も
付
託
事
項
が
一
般
的
に
な
り
、
政
府
監
視
調
査
を
遂
行
す
る
こ
と
が

よ
り
容
易
に
な
っ
た
。
歳
出
委
員
会
に
は
六
小
委
員
会
を
設
置
す
る
権
限

(
凹
)

が
付
与
さ
れ
、
当
該
小
委
員
会
は
機
能
的
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
よ
り
体
系
的
な
政
府
監
視
調
査
が
可
能
に
な
っ
た
。

専
門
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
歳
出
委
員
会
の
設
置
に
よ
っ
て
教
育
科
学

委
員
会
が
廃
止
さ
れ
、
後
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
委
員
会
も
設
置
さ
れ
な
く

(
別
)

な
っ
た
。
海
外
援
助
開
発
委
員
会
は
、
一
九
七
一
年
に
一
日
一
廃
止
さ
れ
た

一
九
七
三
年
に
海
外
開
発
委
員
会
(
∞
巳
巾

2
P呂
田

F

円円

2
8

も
の
の
、

。〈巾『凹巾曲目

U
m
Z
一O
古
田

2
3
と
し
て
再
び
設
置
さ
れ
た
。
科
学
技
術
委
員

一
九
七
九
年
の
省
庁
別
委
員
会
設
置
ま

会
と
人
種
関
係
移
民
委
員
会
は
、

で
存
続
し
た
。

一
九
七

0
年
代
の
特
別
委
員
会
の
活
動
を
量
的
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
の

(
則
)

活
動
は
非
常
に
活
発
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
、
①
全
平
議
員

の
う
ち
特
別
委
員
会
に
所
属
す
る
平
議
員
が
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に
な

(
問
)

っ
た
こ
と
、
②
委
員
会
の
会
議
数
が
一
九
六

0
年
代
初
め
に
比
べ
る
と
約

(m) 

二
倍
ー
に
増
加
し
た
こ
と
、
③
議
院
に
提
出
さ
れ
る
報
告
書
の
数
が
増
加
し

(m) 

た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
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a
-由
)

申

高

3
T

ment and Defence Aj削除 TheDefence Sub-committee of Ex-

penditure Co間 mittee.55 PUB. AD. 59-78 (1977) etc. 

(苫) 809 H. C. Deb. cols. 1550-1551 (22 Jan. 1971) 

(日) -K~妥当 F θ困~肖~~定ヱ丈E腿'@型~~' @)t腎僅品却期日'

@講話術tl~定肖~主総細'(0)ギ-4].í!思平岩肖 ~I腿Eæ' @ I ~長45

~皿~-4目干ノペ伶。 I 言語づらll(~nnu;-4目~' 州ê2経ヨヨ~皿E側く川是 e

f制度、ld 程謝H眠時記ê2~~..Q。

(苫) 1長ギ11社 11 m:::IIIOrnG 和維 1414ヰニ ν' 矧堂G~-K
緩燃や母子。ト 1トヤヰ'ー(JamesPrior)当， 1長与JI1--¥-l111

叶側寮ê2~nnu;-4同制限:経細-r..Qi':t'\ld是;ii'(~--\J ..J νや艇告や時

トQ--¥J帯電ElF..J~ (847 H. C. Deb. cols. 635-636)0 :t¥!?I1@" 与J

11 い 111 掛--4].íg窓会♂鰍nnu;-4目当総岨W~~'V'~ ('1 ~O See P. 

Myers， The Select Committee on Scottish Affairs. 27 PARL. 

AFF. 359， at 368 (1974)ー

(吉)See H. C. 588-1 (1977-78)， supra note 114， at para. 5. 

11， Table. V. 

(邑)~吋'!!' 1 ~-1(O--1く l 社側察当 1 <O~' -1(-¥-l--1( 

〈社側E安当 11 同同州'ギ同一与J-1(社側室主主 11~gj~~母
子守(id.at Table. V)。

(呂)喜室付当， 1 ~-1(O--1く j 叶4目安~川長田， -1(-¥-l--1(< 

社側窓包困<111'与J同 与J-1く却す-4].ig妥当 <11同ヤペ時

(ibid.)。

(自)~吋~，.

組
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会
期
は
三
一
、
七
四
|
七
五
年
会
期
は
五

O
、

期
は
五
五
で
あ
る
(R-mw仲間出『白・印
-
H
H
)

。

七

六

七

七

年

会

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

平
議
員
の
台
頭

特
別
委
員
会
改
革
に
対
し
て
は
平
議
員
の
大
き
な
支
持
が
あ
っ
た
。
事

実
、
改
革
を
通
じ
て
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
会
に
よ
る
潤
査
活
動
に
は
多

(
凶
)

く
の
平
議
員
が
従
事
し
、
か
っ
、
熱
心
に
遂
行
し
て
い
た
。
特
別
委
員
会

の
調
査
か
ら
、
平
議
員
は
以
前
よ
り
も
多
く
の
政
府
情
報
を
得
る
よ
う
に

な
り
、
議
院
に
お
け
る
自
己
の
役
割
を
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
に
見
出

す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
平
議
員
が
特
別
委
員
会
改
革
の
推
進

力
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
一
九
六

0
年
代
と
七

0

年
代
を
通
じ
て
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
が
発
展
し
、

一
九
七
九
年
改
革
に
結
び
つ
く
大
き
な
要
因
は
平
議
員
の
台
頭
に
あ
る
の

(
以
)

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
度
に
お
い
て
、
平
議
員
は
「
脇
役
L

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
制

度
は
、
二
大
政
党
制
を
基
調
と
す
る
「
対
決
の
政
治
(
包
〈
巾
『
回
目
ミ
司
o
t
'

(
邸
)

=2)
」
を
基
礎
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
的
意
思
決
定
は

政
府
と
反
対
党
と
の
競
合
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
そ
の
競
合
の
中
心
は
政
党

指
導
部
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
通
常
、
平
議
員
が
院
内
幹
事
(
g
E
S

の
強
い
党
議
拘
束
を
受
け
、
所
属
政
党
の
方
針
と
政
策
を
支
持
す
る
役
回

り
で
あ
る
こ
と
は
与
野
党
と
も
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
平
議
員
の
意
見

は
政
党
の
方
針
と
政
策
を
決
定
す
る
政
党
指
導
部
に
と
っ
て
は
決
定
的
で

は
な
く
、
そ
の
受
諾
の
可
否
は
政
党
指
導
部
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で

(
印
)

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
間
に
な
ぜ
平
議
員
が
台
頭
し
た
か
。
そ
の
理
由

+品、

一
九
七

0
年
代
に
お
い
て
安
定
政
権
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
つ

ま
り
「
対
決
の
政
治
」
と
い
う
政
治
構
造
そ
の
も
の
が
危
機
に
陥
っ
た
こ

と
に
あ
る
。

一
九
七

O
年
か
ら
七
九
年
ま
で
の
庶
民
院
に
お
い
て
は
、
安
定
し
た
議

院
多
数
派
が
支
持
す
る
政
権
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
九
七

O
年
か
ら
七

四
年
ま
で
の
ヒ

l
ス
政
権
は
、
野
党
と
の
議
席
差
が
総
選
挙
後
で
三

O
議

席
し
か
な
く
、
解
散
前
に
は
一
四
議
席
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
。
一
九
七

四
年
二
月
の
総
選
挙
で
成
立
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
の
獲
得
議
席

は
過
半
数
を
割
り
(
過
半
数
に
一
一
一
一
一
一
議
席
不
足
)
、
十
月
に
再
度
解
散
、

総
選
挙
を
行
い
、
三
議
席
差
の
多
数
派
を
よ
う
や
く
形
成
す
る
有
様
で
あ

っ
た
。
七
六
年
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
は
同
じ
労
働
党
の
キ
ャ
ラ
ハ
ン

G
曲目

2
n巳
Z
四

Z
ロ
)
政
権
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
そ
の
聞
に
労
働
党
は
補

欠
選
挙
(
害
l
m
Z
2
5
5
の
度
重
な
る
敗
北
な
ど
で
議
席
を
減
ら
し
、
七
九

年
の
解
散
前
に
は
過
半
数
に
一
七
議
席
足
り
な
い
少
数
派
政
権

(E521

5
四

0
2
3
E
2
3
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
平
議
員
の
些
細
な
反
乱
に
よ
っ
て
、
政
府
は

庶
民
院
に
お
け
る
採
決
で
敗
北
す
る
こ
と
が
以
前
に
比
べ
て
著
し
く
増
加

(
悶
)

し
た
。
こ
の
政
府
の
敗
北
の
増
加
は
、
庶
民
院
に
お
け
る
実
質
的
案
件
に

つ
い
て
の
政
府
の
敗
北
は
内
閣
総
辞
職
な
い
し
庶
民
院
解
散
の
原
因
と
な

り
得
る
と
い
っ
た
、
一
九
六

0
年
代
ま
で
は
維
持
さ
れ
て
き
た
憲
法

(
問
)

原
則
を
修
正
し
か
ね
な
い
ほ
ど
政
府
に
と
っ
て
は
深
刻
な
事
態
で
あ

(m) 
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
与
党
平
議
員
の
党
内
に
お
け
る
発
言
力
が
強

く
な
り
、
平
議
員
の
議
会
内
で
の
活
躍
場
所
を
提
供
す
る
特
別
委
員
会
改

(
則
)

革
と
い
う
要
求
を
政
府
は
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

位(
悶
)
句
・
。
-
m
-
n
Z
〉田口凹・叶
Z
何
回
k
F
Q
Q
W
同z
n
甲南国出回
ωω

同一凶品(回。斗凶)・

(
凶
)
、
H

，C
国間」
z-Mミ
弓
白
口
。
丹
市
岡
{)ω
・巳
A
H
A

凶ω
・

(
凶
)
「
対
決
の
政
治
」
、
及
び
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
る
フ
7

イ
ナ

l
(
ω
'
目

2
5円
)
と
ロ

l
ズ
(
河
問
。
田
町
)
の
論
争
に
つ
き
、
梅

津
賓
「
イ
ギ
リ
ス
二
大
政
党
制
の
も
た
ら
し
た
も
の

1
1

『
対
決

の
政
治
』
か
『
合
意
の
政
治
』
か
?
l
|
」
同
志
社
法
学
三
七
巻
一
・

二
号
(
一
九
八
五
年
)
一
頁
以
下
参
照
。

(
国
)
の
宮
司
弓
Z

待
問
戸
開
・
ぇ
ロ
ム
ム
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
い
て
は
、

与
党
と
反
対
党
の
政
党
指
導
部
対
両
党
平
議
員
と
い
う
対
立
構
図

も
描
き
得
る
。
例
え
ば
、
与
党
平
議
員
が
政
府
の
政
策
を
批
判
す

る
場
合
、
反
対
党
指
導
部
が
政
府
に
同
情
し
て
自
党
所
属
の
平
議

員
の
政
府
批
判
を
押
さ
え
る
こ
と
が
あ
る
(
な
ぜ
な
ら
、
反
対
党

の
指
導
部
は
、
政
権
掌
握
時
の
経
験
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

反
対
党
が
政
府
を
批
判
を
す
る
こ
と
は
、
政
権
獲
得
後
、
自
ら
に

不
利
に
働
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

)
E
R
-
-

(
即
)
政
府
に
批
判
的
な
議
決
(
法
案
の
否
決
、
不
信
任
動
議
の
成
立

を
含
む
)
が
な
さ
れ
た
数
は
、
一
九

O
O
年
か
ら
六
九
年
ま
で
間

が
四
一
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
九
七

O
年
か
ら
七
九
年
三
月
ま

で
聞
は
三
七
で
あ
っ
た
。
事
例
の
リ
ス
ト
に
つ
き
、
ぽ
向
。
'
∞

2

F

何
回
除
。
・
∞
C
4
「何回
Y

∞問問叶阿国
Z

旬。巳↓
-n
〉
「
司
〉
口
叶
印
H
山

w
o
o
-
F
H
m
E
∞
?
由
同

H
∞∞
t
]
{

。。(め
Z
M
2
H
H
ゆ
∞
め
)

(m)
の
富
。
。
回
目
・

J
『

Z
開
。
。
〈
開
国
Z
Z
開Z
↓
。
司
∞
E
d
t
z
H
C
C
(
H
C
岱品)・

(凹

)
M
Z
∞国〉
NEm-
留
守
Q

ロO
丹市
N
m
Y
H

巴コ
ω
l
H

叶
め
な
お
、
こ
の
間

の
平
議
員
の
反
乱
と
憲
法
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
き
、
師
2
・

H
Y
Z
C
問、『。
z
・
0
5
印開
Z
4
目。
Z
H
2
4
Z
阿
国
O

巴回開。司
n
c
z
z
o
Z
印
回
。
ム
印
吋
品

(
]
F
m
w

斗印)・弘之円。・

0
5
印開
Z
↓-
o
Z

目Z
吋

Z
開
国
C
C
回
開
。
司

n
o
z
z
c
Z
印

]{匂斗品]戸市出叶匂(]戸。∞
O
)

同町内

(即)川町内向

Z
'
]
。

z
g
p
p吉
ミ
書
室
内
ミ
M

町
内
守
門
町
内
言
書

H35・
5
可
。

周回
n
Z
〉
田
口
印
除
F
{

河」『戸開(巾品目白)・、『
Z
開
n
c
z
z
c
z
回
巴
Z
ロ
阿
国
∞
口
問
巴
三
Z
」『

]{印、吋・白円円。品
l
H
A
凶印(]戸市
W

∞∞)・
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第

款

一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書

(m) 

一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会

一
九
七
六
年
六
月
、
庶
民
院
は
、
「
一
般
法
律
案
に
係
る
議
事
に
関
す

る
庶
民
院
の
慣
行
と
議
事
手
続
を
審
査
し
、
庶
民
院
が
よ
り
効
果
的
に
機

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

能
す
る
た
め
の
勧
告
を
行
う
」
こ
と
を
任
務
と
す
る
議
事
手
続
委
員
会
の

(
印
)

設
置
を
議
決
し
た
。
こ
の
議
事
手
続
委
員
会
は
、
一
五
回
の
参
考
人
質
疑

を
含
む
、
六
八
回
に
わ
た
る
審
議
を
経
て
、
一
九
七
八
年
七
月
一
七
日
、

(
問
)

第
一
次
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書
を
庶
民
院
に
提
出
し
た
。
こ
の
報
告
書

は
、
一
般
法
律
案
の
立
法
手
続
(
第
一
章
)
、
委
任
立
法
(
第
二
章
)
、
ョ

l

ロ
ァ
パ
共
同
体
関
連
立
法
手
続
(
第
三
章
)
、
特
別
委
員
会
の
構
造
(
第

四
章
)
、
特
別
委
員
会
の
組
織
化
(
第
五
章
)
、
証
人
召
喚
権
及
び
文
書
提

出
要
求
権
(
第
六
章
)
、
財
政
統
制
(
第
七
章
)
、
会
期
と
審
議
日
の
組
織

化
(
第
八
章
)
、
と
い
っ
た
広
範
な
対
象
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
(
報
告

書
の
報
告
と
勧
告
部
分
の
み
で
一
二
九
頁
に
及
ぶ
)
。
但
し
、
そ
の
核
心

は
特
別
委
員
会
改
革
に
つ
い
て
の
基
本
計
画
を
勧
告
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

報
告
書
は
議
会
の
現
状
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
認
識

を
示
し
た
。

現
在
、
議
会
が
批
判
の
波
に
曝
さ
れ
て
い
る
「
問
題
の
本
質
は
、
.

・
:
国
政
の
日
々
の
運
用
に
お
け
る
議
会
と
政
府
と
の
問
の
優
勢
の
バ
ラ

ン
ス
が
、
広
範
な
懸
念
を
生
じ
、
か
っ
、
我
々
の
議
会
制
民
主
主
義
の

適
切
な
運
用
に
反
す
る
程
度
に
、
政
府
に
有
利
に
傾
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」
(
宮
「
白
-

H

・
2
0

続
け
て
、
議
会
制
度
の
改
革
に
あ
た
っ
て
の
基
本
姿
勢
を
述
べ
た
。

「
制
度
の
公
式
の
権
能
に
お
け
る
根
本
的

(
P
E
g
g
E
)
性
格
な
い

し
革
命
的
(
「

2
0
z
g
E「
『
)
性
格
を
有
す
る
変
革
に
よ
ら
ず
に
、
現
在

の
慣
行
か
ら
自
然
に
生
ず
る
漸
進
的

(
2
0
z
g
E『
可
)
性
質
の
変
革
に
よ

っ
て
、
新
た
な
均
衡
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
任
務
を
よ

り
快
適
に
す
る
、
野
党
の
武
器
を
よ
り
強
力
に
す
る
、
ま
た
は
、
平
議

員
の
生
活
を
〔
平
議
員
が
〕
よ
り
我
慢
で
き
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ

と
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
①
大
臣
と
公
務
員
が
責
任
を
負
う
、
近

代
国
家
の
拡
張
す
る
官
僚
制
に
対
し
て
、
全
院
が
効
果
的
に
統
制
し
、

か
っ
、
管
理
者
と
し
て
の
役
割
を
行
い
得
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
、

及
び
、
②
八
五
院
が
議
会
と
政
府
の
決
定
を
有
権
者
の
意
思
に
も
っ
と
応

え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
、
我
々
は
〔
議
院
か
ら

付
託
さ
れ
た
〕
責
務
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
」
(
官
民
F
H

白)。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
議
会
制
度
改
革
の
漸
進
性
で
あ
る
。
こ
の
漸

進
的
性
格
は
委
員
会
に
対
す
る
一
般
的
評
価
に
も
反
映
す
る
。
議
事
手
続

北j去44(6・397)1809
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委
員
会
は
、
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
圧
倒
的
な
量
の
証
拠
が
庶
民
院
に
お

け
る
委
員
会
制
度
の
発
展
に
好
意
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
議

員
の
聞
に
存
す
る
委
員
会
へ
の
反
対
論
に
も
注
意
し
、
委
員
会
制
度
を
イ

ギ
リ
ス
議
会
制
度
に
本
質
的
に
備
わ
っ
た
制
度
で
あ
る
と
の
考
え
を
否
定

し
て
い
る
(
方
向
訟
-

H

∞-
H

H

H

)

。
さ
ら
に
、
「
そ
れ
自
体
い
く
ら
妥
当

で
あ
っ
て
も
、
現
在
非
常
に
上
手
く
行
わ
れ
て
い
る
議
院
の
活
動
に
対
し

て
新
た
な
慣
行
が
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
の
適
当
な
注
意
を
払
わ
ず
に
、

議
事
手
続
と
慣
行
に
お
け
る
完
全
な
変
更
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
に
含
ま

れ
る
危
険
を
承
知
し
て
い
る
」
と
す
る
(
宮

E
・
一
∞
)
。
改
革
の
漸
進
性
は
、

庶
民
院
が
制
度
改
革
に
あ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た
態
度
で
あ
り
、
議
会
研

究
グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
と
し
て
議
会
外
に
も
多
く
の
支
持
を
集
め
た
態
度

で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
報
告
書
の
計
画
に
基
づ
き
後
に
設
置
さ
れ
た
省
庁

別
委
員
会
の
運
用
を
め
ぐ
る
問
題
の
根
本
原
因
が
改
革
の
漸
進
性
に
あ
る

点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
(
本
款
二
参
照
)
。

議
事
手
続
委
員
会
は
一
般
法
律
案
に
関
す
る
議
事
手
続
全
般
に
わ
た
っ

(
印
刷
)

て
検
討
を
加
え
、
総
計
七
六
に
及
ぶ
勧
告
を
行
っ
た
。
以
下
、
特
別
委
員

会
改
革
に
関
す
る
主
な
勧
告
の
み
を
概
観
し
て
お
く
。

最
も
重
要
な
勧
告
は
、
現
存
す
る
特
別
委
員
会
を
、
政
府
の
省
庁
に
対

応
さ
せ
る
構
成
を
と
り
、
政
府
監
視
調
査
を
行
う
十
名
程
度
の
委
員
か
ら

な
る
一
二
の
委
員
会
、
い
わ
ゆ
る
「
省
庁
別
委
員
会
」
、
に
再
編
成
す
べ

き
と
し
た
点
で
あ
る
(
第
五
章
・
第
六
章
)
。
議
事
手
続
委
員
会
は
一
九

六
0
年
代
後
半
以
降
の
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
発

展
を
認
め
な
が
ら
も

e
R
a
m
-
叶印・

5)
、
「
制
度
の
発
展
が
断
片
的

で
あ
り
、
政
府
省
庁
若
し
く
は
行
政
機
関
の
活
動
、
及
ぴ
、
政
策
若
し
く

は
行
政
の
主
要
領
域
に
つ
い
て
の
明
ら
か
に
寄
せ
集
め
的
な
監
視
と
い
う

結
果
に
な
っ
て
い
る
L

旨
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
(
官
民
国
・
印

-E)
。
そ
し

て
、
そ
の
理
由
を
「
議
院
が
採
用
す
べ
き
専
門
化
の
形
式
に
つ
い
て
明
確

な
決
定
を
行
わ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
」
と
し
た
(
宮
『
白
・
印
回
。
)
。
そ
こ
で
、

「
特
別
委
員
会
は
議
院
の
代
理
と
し
て
全
政
府
活
動
を
精
査
す
る
手
段
と

し
て
構
想
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
宮

E
印-
H

ご
か
ら
、
「
単
一
の
省
庁

な
い
し
複
数
の
関
連
省
庁
の
責
任
の
範
囲
内
に
あ
る
歳
出
、
行
政
及
び
政

策
の
全
側
面
を
調
査
す
る
任
務
を
有
す
る
」
省
庁
別
委
員
会
に
再
編
成
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た
の
で
あ
る

(
3
3
印

-He。

そ
の
他
の
主
な
勧
告
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
委
員
会
の
委

員
は
院
内
幹
事
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
委
員
選
任
委
員
会

(
P
E三円円
2

0
『

r
-
2
5ロ
)
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
(
宮
『
白
・
。
冨
)
。
②
委
員
会
の
委

員
長
は
「
適
度
の
職
務
手
当
」
を
与
え
ら
れ
る
(
宮
『
白
・
。
・

ωω)
。
③
委
員

会
は
証
人
百
喚
権
と
文
書
提
出
要
求
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
(
第
七

章
)
。
④
文
書
提
出
な
ど
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
文
書
提
出
な
ど
を
要
求

す
る
動
議
は
庶
民
院
に
お
い
て
討
議
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
(
沼
田
「
白
・
4

・

北法44(6・398)1810



N
m
)

。
⑤
委
員
会
報
告
書
の
討
議
の
た
め
、
会
期
中
の
月
曜
日
の
う
ち
八

日
間
が
割
り
当
て
ら
れ
る
(
宮
『
白
固
め
・

3
。
⑥
政
府
は
報
告
書
に
迅
速
に

応
答
す
べ
き
で
あ
る
(
宮
『
白
・

AWE)。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (2) 

註(
印
)
七
八
年
第
一
次
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書
に
つ
き
、
宮
内
、
当
・
〉
・

-
4
2
g円・叫
dp
ぬ
足
量
的
内
A

『
向
。
遺
書

S
M
p
e門
町
内
。
苦
言
書
偽
室
、
さ
町
内
I

E
F
E
U
Y
G
E

』

hwuwmp
白
門
主
↓
〉
回
目
己

ω
め

(
5
3
)
な
お
、
孝

忠
延
夫
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ

l
制
度
の
発

展
|
一
九
七
九
年
改
革
を
中
心
と
し
て
」
同
・
国
政
調
査
権
の

研
究
(
法
律
文
化
社
・
一
九
九

O
年
)
二
六
六
頁
以
下
所
収
参
照
。

(
印
)
ゆ
H
N
戸
。
・

c
m
σ
-
g
u
-
H
め
ω
N
3
』巴ロ
-Hmw
斗。)

(
悶
)
国
・
。
-
m
∞
∞
l
-
5

園(]戸匂斗叶
l

叶∞
Y

司
回
『
印
門
間
巾
唱
。
ユ
『
『
。
百
円
宮
市
∞
己
巾
円
円

【

U
D
H

阿
国
自
件
宮
市
白
ロ
司
『
。
円
巾
内
山
口
「
タ
〈
。
-
M
ω
.

(
出
)
勧
告
の
リ
ス
ト
に
つ
き
、
伺
号
、
固
め
・
印
∞
∞
ム
(
呂
ゴ
一
l

斗∞)・

2
『回円

見
巾
唱
。
『
門
『
円
。
自
己
岡
市
∞
巾
】
巾
円
円
打
。
ョ
ヨ
芹
円
E
W
O
口司『。門司【
H
E
『
巾
〈
。
-
戸
同
州
市

宮
『
門
町
凶
豆
沼
5
5
2
0同
司
円
。
門
司
旦
吉
岡
田

-
E
S
H
-
T門
岡
岡
田
村
な
お
、

以
下
、
本
文
中
に
附
さ
れ
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
戸
。
・
印
∞
一
∞
1
-

(
巴
コ
l

斗
∞
)
か
ら
の
引
用
箇
所
を
一
不
す
。

一
九
七
九
年
改
革
へ
の
展
望

政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
に
関
し
て
、

一
九
六

O
年

(
邸
)

代
と
七

0
年
代
は
「
改
革
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
改
革
の
時
代
」

の
成
果
と
し
て
、
一
九
七
九
年
、
省
庁
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に

(
凶
)

な
る
(
一
九
七
九
年
改
革
)
。
そ
こ
で
、
本
章
を
終
る
に
あ
た
り
、
「
改
革

の
時
代
」
に
お
け
る
特
別
委
員
会
改
革
の
特
徴
と
一
九
七
九
年
改
革
へ
の

展
望
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

特
別
委
員
会
改
革
が
進
行
し
た
理
由
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
ド

基
づ
く
責
任
内
閣
制
観
が
一
九
六

0
年
代
以
降
庶
民
院
に
お
い
て
主
流
と

な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
責
任
内
閣
制
と
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査

と
の
関
係
は
、
憲
法
モ
デ
ル
の
相
違
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
評
価
が
下
さ

れ
て
い
た
(
本
章
第
一
節
第
四
款
ニ
参
照
)
。
一
九
五

0
年
代
末
の
庶
民

院
内
部
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
の
下
で
理
解
さ
れ
る
責
任
内

閣
制
観
が
主
流
で
あ
り
、
特
別
委
員
会
改
革
に
対
す
る
消
極
観
が
優
勢
で

(
即
)

あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六

0
年
代
に
入
る
と
、
制
度
改
革
の
気
風
の
高

ま
り
ゃ
議
員
の
世
代
交
代
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
ー
モ
デ
ル
の

(
問
)

下
で
理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
観
が
主
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
六

0
年
代
以
降
公
表
さ
れ
る
議
事
手
続
委
員
会
の
報
告
書
や
政
府
の
応
答
は

こ
の
点
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

但
し
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
改
革
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト

ホ
l
ル
・
モ
デ
ル
の
折
衷
と
い
う
二
十
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
憲
法
構

造
を
変
革
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
二
大
政

北法44(6・399)1811 
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党
制
を
前
提
と
す
る
対
決
の
政
治
、
及
び
、
全
院
に
よ
っ
て
執
行
府
統
制

を
行
う
と
い
う
庶
民
院
に
根
強
く
存
在
す
る
伝
統
等
、
既
存
の
統
治
構
造

や
議
会
制
度
を
前
提
と
し
て
い
た
。
実
際
、
改
革
支
持
者
は
特
別
委
員
会

に
よ
る
調
査
を
既
存
の
統
治
構
造
に
う
ま
く
は
め
込
む
こ
と
に
腐
心
し
て

(
問
)

い
た
。
例
え
ば
、
七
八
年
報
告
書
は
そ
の
よ
う
な
改
革
の
漸
進
性
を
典
型

的
に
示
し
た
。
さ
ら
に
、
特
別
委
員
会
改
革
の
推
進
に
と
っ
て
は
、
少
数

派
政
権
の
出
現
に
よ
る
平
議
員
の
台
頭
と
い
う
、
二
大
政
党
制
を
前
提
と

す
る
既
存
の
政
治
構
造
の
危
機
が
大
き
な
政
治
的
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ

る。
こ
の
聞
の
特
別
委
員
会
改
革
に
対
す
る
学
説
の
評
価
に
お
い
て
、
政
府

の
政
策
形
成
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
な
ど
と
い
っ
た
批
判
が
見

(
凶
)

出
さ
れ
る
。
現
行
の
省
庁
別
委
員
会
制
度
に
対
す
る
批
判
と
こ
の
批
判
と

の
聞
に
は
大
き
な
差
異
は
な
い
。
さ
ら
に
、
現
行
制
度
に
お
い
て
も
、
特

別
委
員
会
の
調
査
活
動
の
限
界
に
関
し
て
、
責
任
内
閣
制
の
理
解
の
相
違

を
原
因
と
す
る
、
委
員
会
と
執
行
府
と
の
対
立
と
い
う
事
態
が
依
然
と
し

て
生
じ
て
い
る
(
第
四
章
第
四
節
参
照
)
。
現
在
、
省
庁
別
委
員
会
が
直

面
し
て
い
る
問
題
は
、
こ
の
時
点
か
ら
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特

(
凶
)

別
委
員
会
に
内
在
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

鮭

(m)
』

O
E
M
S
-
E
V
S
口。
R
E
O
-
M広
岡
め
ム
・

(
問
)
詳
細
は
第
四
章
に
お
い
て
扱
う
。

(
即
)
∞
罰
門
戸
留
守
色
ロ
D
Z
N
-
巳

5
0
5
ι
・

(

瑚

)

同

y
z
c
ユ
S
-
.
2ミ喜

ss.-50・
』
吉
田
(
邑
・
)
・
↓
Z

何回
ν
C
E
司
自

。
司
可
〉
田
口
〉
冨
開
Z

叶〉出〈回出開司
O

田富印品・
mw
円印∞(]{匂∞
ω)・

(
即
)
』
C
F
E
C
P
E
i可
否
ロ
O

丹市斗
0
・
己
主
N

ム
8
・
∞
・
〉
・
巧
白
F
E
E
-

叫，

e
E
S
S
A
¥
苫
ユ
S苦
室
町
宮
ミ
~
塁
。

3
・
-
J
F・
〉
司
・

zo--門

回
。
]
{
・

(
則
)
~
判
定
、
A
N
h
-
w
ω
『巾
-
f

伯
父
、
さ
口
三
m
H
O
m
y
h
凶
片
品
。
。
一
月
四
円
Z
〉
回
目
印
・
話
可
否

口。
Z
H
N
ω
・釦門同一
ω
一w
H
ω
ω

一
Z
・]。
F
ロ∞
o
p
め
と
ぬ
門
町
内
2
3
苦
む
な

g
-
h

叫

42な
ミ

』
V
B
墨
色
遣
2
0
宮
守
勾
ミ
ミ
語
、

5
ω
・
〉

d
〈
〉
「

R
F
K
F
Z
ロ
除
宮
-

H
山
J
E
L

開
(
巾
且
印
・
)
・
4
Z
開
。
c
z
z
c
Z
印
寸
号
口
〉
J『

N
O
ω
R
.
(
]
Z
W
∞]{)・

(
凶
)
な
お
、
一
九
七

0
年
代
に
入
る
と
、
既
存
の
統
治
構
造
自
体
の

改
革
を
目
指
す
「
憲
法
改
革
」
の
一
環
と
し
て
議
会
改
革
を
唱
え

る
論
者
が
い
る

2
2
g口
‘
さ
ミ
ロ
ロ
。
Z

】

ω
∞
-
出
昨
日
∞
)
こ
と
は
注
目

さ
れ
て
よ
い
。
ウ
ォ

l
ク
ラ
ン
ド
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
そ
の
例
で

あ
る
0

・p
p
当
と

E
S
P
言
、
白
ロ

c
z
z。
L
O
E
S
S
-
Eミ
白
ロ
。
丹
市

]{品。-
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(
未
完
)

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員

奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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2. Supports for Select Committee Reform 

3. The Estimates Committee 

4. Oppositions to Select Committee Reform 

Sec. 2: Development of the Modern Parliamentary Inquiry 

1 ‘Revival' of Select Committees 

2. Select Committees in 1970's 

3. The First Report from the Select Committee on Procedure of 

1978 

(to be continued) 

CHAPTER 4: Current System 

CONCLUSION 
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